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牛方式5分読コンパスﾄランシツト 両面水準器／ミラー付

牛方式デジタルブラニメーター
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■デジプラン220LZ

測定結果をデジ女ル表示。
識織デジブラン220L&P

デジブラン220Lし

冊
竺三

LS-25

レペノ且トラコン

■コンパス測量はもとより、水準測定、

水平分度による測量と、トランシット

と同様の測定ができます。

■高感度の両面気泡管、鋭敏な磁針を

電磁誘導により迅速に静止させるイン

ダクションダンパー、糸切れの心配のな

い硝子焦点鏡等々ウシタカの測量器は

精度と機能をさらに理想に近づけました。

■望遠鏡'2倍、水平角分度遊標読5分

(ワンタッチ帰零)。望遠鏡気泡管両面
型5'/2り向ミラー付。重量1.3k9

デジブラン巳EO
LZ&PZ
●測定図面の縮尺と単位をセットすれば、面讃値が直

読できます●累積値や平均値も自動算出●縦と横の縮

尺が異なる図面の面積も測定可能●独立した加減算用

メモリーを内蔵、例えばドーナッツ状の図形面積も簡

単に算出できます●測定には6種類(mm2、Cm2、m2、a、

ha、km2)の単位を任意に選べる他、ユーザー希望単位

として、a、ha、に替えて、in堂、ft2、yd2、acre、mile2、

坪、の中から2種類を選べます。ユーザー希望単位は

出荷時までにお申しつけください●ボーラータイプの

ゼロ円補正は自動算出

…
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Imlial- 忠名二漁己入の上カタログをお申しつけくだど

血牛方商会
〒146東京都大田区千鳥2-12-7
TEL.03(750)0242代表

操作性を追求した

ウシカタの測量･測定器。

■

t一己

し，



繍業裟鋳 11.1982N･4SS

＜論壇＞自然と文明との共存
一
『
酉
酉
一 次 ｡．……川喜田二郎…2

スギと日本人一ふるさとの森に杉を …．．…･･遠山富太郎…7

古代のスギの文化 ………苅住舜…11

自然保誰と風景 田中正大…15‐●①

日本林政あすへの選択 …………･……･岸根卓郎…19

木材産業の再編整備について ･荒井秀夫…24

東北の森と木

8．五色沼邇遥 …･…･…西口親雄…28
●巳

伝説と童話の森

8．森の王者"狼"…………… 神田リエ…30■卓

巷談「木場の今昔」

6．江戸木材市場

－その3問屋と仲買 松本善治郎…32

＜会員の広場＞

「複層林の定義」について疑問

カモシカの呼び名語菜(抄)……・

青春の記念碑(2)…………………．

表紙写真 畑
村
原

山
北
藤

》
一
心

●
印
●

１
２
５

４
４
４

●
申
●

●
●
●

■
。
●

善
寶
弥

一

第29回森林・林業

写典コンクール

三席

「からまつ林の秋」

群馬県利根郡水上町

磯敏且

嘉
政

JournalofJournals

農赫時事解説…･…･…・

統計にみる日本の林業

林政拾遺抄･……･…･…

本の紹介・・

こだま・・

技術情報･・

34

36

36

37

38

39

40

獄
1982.11

第30回森林・林業写真コンクール作品募集要領 46



2

●■●■■｡■●■②■■●■｡■■■■

三△，
嬉同間一

●●｡｡｡●●●②②■■●●●●■■■

自然と文明との共存

かわきた

川喜田
じ

一

ユ

＊
↑
つ
け
小
い

る
凸
員

瞭

、

■

日

■

、
Ⅱ
Ｂ

凸
Ⅱ
８
口

■
■
■

《

■

■

■

邑
日
Ⅱ
早

▲

Ⅱ

Ⅱ

４

凸
■
■
■

■
■
Ｕ

▲
Ｂ
Ｈ
Ｐ

▲
■
■
ｑ

■
■
画
■
■

■
■
■

▲

■

Ⅱ

６

１
Ⅱ
号

９
８
５

凸
日
■
旬

■
■
■

一

■

Ⅱ

■

国
■
■
甲

一

■

■

■

▲
■
８
，

▲

■

Ⅱ

○

０
■
■
Ｕ

■
■
■

▲

■

■

■

●
■
■
■

▲
Ⅱ
Ⅱ
ｏ

凸
■
■
ｑ

ｂ
■
■
■

《
■
Ⅱ
日

０
日
ｑ

二
日
■
Ｆ

《
■
■
Ｕ

二
Ｅ
８
ｐ

二
日
■
８

１
Ⅱ
０

■
■
■
■
マ

ユ
■
■
■

凸
■
Ⅱ
Ｂ

Ｉ
ｌ
６

■
Ⅱ
■

■
■
■

一
■
■
■

■
Ⅱ
Ⅱ

０
■
■
且

■
Ⅱ
ｌ

ａ
ｄ
■
■

一
■
■
■

▲
Ｂ
ｐ
Ｕ

●
■
０
甲

▲
Ⅱ
■
８

国
Ⅱ
日
■

一
■
■
■

凸
■
■
■

０
■
８

日
■
Ⅱ
凸

０
■
■
■

■
■
Ⅱ
■

■
■
日
日

■
■
■
■

一
■
■
■

ｌ
■
巳

６
口
■
Ｕ

▲
？
Ⅱ
６

■
■
■
■

■
■
■
■

《
■
Ⅱ
■

■
■
■

一
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

ｂ
Ⅱ
■
■

■
■
Ⅱ
ｕ

』
■
Ⅱ
Ｂ

ａ
■
８
９

－
■
■
■

６
』
■
８

▲
Ⅱ
Ⅱ
Ｄ

《
■
日
日

■
■
日
日

一
■
■
■

《
■
■
５

日
一
日
■

』
■
■
日

邑
■
■
８

』
■
■
９

－
■
■
、

▲
■
■
■

ロ
■
Ⅱ
９

１
Ⅱ
０

凸
■
■
－
８

０
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
Ⅱ
■

■
■
且

■
■
■

一
日
■
且

▲
Ｂ
Ｂ
Ｉ

■
Ⅱ
■

白
日
■

一
■
■
■

ｂ
Ｕ
Ｈ

■
■
■
》

■
■
■
一

日
■
Ｂ
》

台
■
且
》

“
■
Ⅱ
丑
▽

白
日
■
》

国
■
■
■
・

台
Ⅱ
■
・

一
■
■
リ

ニ
■
■
■

▲
■
■
８

８
■
■
■

０
０
号

０
■
Ｈ
ｇ

凸
日
■
■

■
■
■
■

凸
■
■
■
■

■
・
■

■
・
巳

■
■
■

■
・
凸

■
官
Ｂ

ご
■
■

■
ｇ
■

■
■
■
■

』
Ⅱ
■

■
Ⅱ
■

■
■
画
■
■

■
■
■
■

■
日
日

■
Ⅱ
６

■
Ⅱ
８

口
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■

ｄ
ｏ
■
且

■
■
■
■

《
■
■
■

《
■
■
且

▲
■
Ⅱ
Ⅱ

《
■
Ⅱ
■

《
Ⅱ
日
■

《
■
■
■

一
■
■
■

■
■
■
■

《
■
８
Ｆ

』
■
Ⅱ
■

凸
■
■
■

Ｂ
■
■
■

■
■
■

■
Ⅱ
凸

』
Ⅱ
■

官
Ｂ
ｎ

口
■
■

■
■
Ⅱ

。
■
且

■
■
凸

■
■
凸

■
■
凸

ご
■
■

■
Ⅱ
Ⅱ

』
■
且

凸
Ⅱ
■
■

』
■
■
■

一
■
■
■

Ｂ
■
■
守

口
０
■
６

二
日
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

、
■
■
Ｂ

ユ
■
■
■

凸
■
■
■

《
■
Ⅱ
■

Ⅱ
Ⅱ
０

《
■
Ⅱ
■

■
■
■
■

凸
画
■
■

Ｂ
■
■
■
ｐ

Ｂ
■
Ⅱ
日

《
■
■
■

●
■
■
■

●
画
■
■

■
■
■
■

▲
■
■
■

▲
廿
日
Ⅱ

《
■
■
■

Ｂ
■
■
■

《
■
Ｂ
Ｅ

ａ
■
■
■

Ｂ
■
■
■

凸
■
■
且

▲
■
１
８

■
日
■
８

凸
■
■
■

一

■

日

日

凸
画
■
■

凸
■
日
日

▲
甘
Ⅱ
。

▲
■
■
ｑ

■

■

■

■

凸
■
■
■

▲
■
Ⅱ
Ｂ

■
■
■
巳

自然と文明との調和的な共存は可能か。これがここでの私の主題である。しかし，

理屈ばかりを並べたところで，第一おもしろくもない。そのうえに不毛な議論に陥る

おそれもあろう。だから私は，まず自分が痛切に直面した実例からお話しを始めた

い。

私は昭和28年に初めてネパールヒマラヤを訪れた。これがご縁でそこの土地と人

びととが好きになっていった。こうして愛情が生まれてくると，ただ客観的に学術研

究だけやっておしまい，というのでは，何だか水臭いつきあいで物足りなくなる。そ

こで，たといたいへん小さい事でもよいから，現地のお役に立つことをもしようと考

え始めたのである。別に誰から頼まれたわけでもない。

同時に私は気がついた。ヒマラヤは秘境どころではない。今や東西両陣営や中・印

両国の衝突の発火点になりかねない不安定帯と化していた。もしもヒマラヤ山民の生

活が行きづまり破綻がひとたびおこれば，ここは第二のバルカン・ベトナムになりか

ねないありさまだった。そうなってからでは手おくれである。先手をとって住民の生

活難打開を計らないと，国際平和のガンになるところだ。そこで，平和のためにも私

は何かしなければならないと考えた。

昭和38年から翌春にかけて三度目の学術調査にでかけた時，私には以上のような

腹があった。そして僻地の山村に7カ月滞在するう,ちに，たいへんな問題に気づいた

のである。それはつま．りこういうことだった。

ネパールヒマラヤの山村もご多分に漏れず，人口の非常な急増期に見舞われてい

た。私の調べたある村は，その時点から95年前には60戸。それが95年間に325戸

になっていた。日本の人口は明治5年の壬申戸籍から60年で倍増したが，95年間で

5倍強なのだから，それより激しいわけだ。そのうえ日本のように海を持たないか

ら，人口過剰の苦しさは察するに余りがある。

村外に流出した人びとも多いが，移住先とて満員である。そこで他方では村領内を

乱開発することになった。集村の周りなら雌理な急斜面まで段々畑に変える。その分

だけ日帰り放牧地・採草地は外へ広げられる。そこで森林は伐られてどんどん遠のい

てゆく。その結果，ふたつの大問題が発生していたのである。

まず第一は，草・薪・水といった生活必需の物資を，どうして中心の集村まで毎日

運ぶかという痛切事である。一昔前には，集落のすぐ裏山から草や薪を豊富に採って

くることができた。水場はすぐそばにあり，よい立地だからこそ，そこに永遠の計で

苦悶するヒマラ

ヤ

*筑波大学教授



集落が設けられたのである。ところが今はどうだろう。ため息をつくぐらい急坂を上

下しなければ，森から草や薪を採ってこられない。小半日かけて山のように草を担い

できたところで,水牛のような大動物は1頭だけでも2日でペロリと平らげてしまう。

しかも各家族は，水牛・牛・羊・山羊などを何頭も飼わねば，暮らしてゆけない。こ

ういった家畜からパターやチーズを取るだけでなく，家畜の踏んだ堆厩肥が足りない

と，畑の収櫻は激減する。また木を伐りすぎたため昔の水場はかれてしまい，遠い水
場へ出かけ，重い水がめを担いで戻らねばならなくなった。しかも水質は悪化し，病
人がふえだした。村によっては，集落の下のほうに降りて，長い坂道を水を担いで登
らなければならなくなったのである。

もうひとつは，階段耕地化や森林伐採で植被が失われたため，土壌侵食・洪水・干

ばつ・地すべりなどが頻発し始めたことである。このようにして農牧の減産と環境悪

化の行きつくところ，いうまでもなく収入が減る。そこで出稼ぎがふえ，それが手不
足になってはねかえる。そこで，昔から行ってきた山地への夏半年の放牧もろくに行
えなくなってきた。その埋めあわせに，集落の近くで放牧をしすぎることになった。

この過放牧は牧草地を退化させ，森林の再生を不可能にし，緑の砂漠という奇妙な事

態を引きおこしている。そのうえ飲料水源地にまで家畜がうろついて，水質が悪化
し，病人がふえ，人手が減りつつ医療費が増大することとなった。

人口が過剰になりつつ極端な人手不足を招いている。そこで村の寄り合いやお祭り

も衰え，郷土愛がむしばまれ，コミュニティが緩んでくる。人心は荒廃に向かってい

る。行きつくところは，生活の水準も質も低下し，耐え得る限界が刻々 近づいている
のだ。

他方で，山奥まで小学校ｶﾇ普及し，所によっては中学まで設けるという教育熱。政
府も力を入れている。教育こそ明日を開くと，漠然と信じているのだ。だがその学校

教育のため，子供の労働が放牧番や薪採りから奪われている。しかも教科書万能のツ

メコミ教育である。モデルは遠い外国や首府の町のお話し。こういう中央指向・都市
指向・権力指向の教育のため，気の利いた子供ほど，郷土をつまらなく思い，町に出
てしまうのである。

以上のような状況の大まかな筋書きが，滞在7カ月の途中で判明してきた。そこ

で，この窮境をどう打開すべきか。政治を改めるとか，受胎調節をせよ，などという

打開策は，私のような外国人が生意気に口をさしはさむべき問題ではあるまい。私に
できることは，新技術の発明ないし導入で住民に協力することである。そこで，技術

者でもないが，知恵をしぼって，窮境の打開に役立ちそうな技術的ヒントを14,5カ
条思いついたのである。

けれども私だけが役立つと思っても，それではひとり相撲。住民がどう思うかこそ

が大切なのだ。幸いにして，私が借りた民家でイロリを使いだすと，毎晩のように村

びとが何人か遊びにくるようになっていた。そこでこのイロリ端談義を利用して，ひ
とつずつのヒントに対する村民の反応を確かめたのである。雑談に交え，一晩にひと
つずつぐらいを聞いていった。

驚くべきことがわかってきた。それは，全く無関心で無視されるヒントもあれば，

3

イロリ端談義か

ら技術協力へ
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実態把握と住民

参画とが相互に

切り離せない勘

どころ

聞いた途端に一同の眼がギラリと光り，熱中しだしたヒントもあるという具合に，ア

イディアの内容によって大きな関心の幅があったこと。そして，これらのアイディア

に対する私の内心の評価順位と村民の評価順位とが，大体においてみごとに合致した

ことである。

第一級のアイディアは，裏山から里まで草・薪・畜糞などを下ろす軽架線（ロープ

ライン）と，遠い水場から集落まで硬質塩ビのパイプを使って水を斉す簡易水道とで

あった（後には,無動力で100m以上水を揚げる自然力ポンプも加えられた)。これが

私どもの通称P&R計画(パイプライン・ロープラインの略)の発端である。以来，住

民と私たちヒマラヤ技術協力会との渦巻く熱意と協力は，10年あまりの歳月をのりこ

えて，昭和45-46年の予備テスト，昭和49-50年の本番，その後の事後評価調査や

自然力ポンプのデモンストレーション計画その他となって実を結んだのである。その

長い粁余曲折の物語をのべるのは，ここでは主題ではない。ただこの事例を通して，

自然と文明との共存をめぐる重要な条件とは何であるか，それを語りたいのである。

まず第一に，住民の燃え上がりのおかげで，住民と私たちの相互の参画意欲が旺盛

であったこと。そのおかげで計画は成功裏に実現できたのである。そしてその実現の

おかげで，住民の士気がますます上がったばかりではない。この企画は広く近隣の山

地住民に刺激を及ぼし，ついには首府の市民やネパール政府をも激励することとなっ

た。こうして，「参画｣的アプローチこそが，この種の企画の鍵であることがわかる。

だが，住民や私たち，つまりP&R計画の仲間は，どうしてそのように燃え，参画

を引きだしたのだろう。それは，この仲間が，課題をめぐる実態を的確に把握できた

からなのである。その実態把握にあたって，住民は現場の詳しい情報を提供すること

ができた。他方ヒマラヤ技術協力会のほうは，日本その他の広い世界から，技術その

他の情報を提供できる。この両方が，イロリ端の懇談よろしく，ドッキングできたと

いうことである。しかも，情報がただバラバラに提供されたのでなく，私たちはそれ

を総合化する力を持っていた。だから，全体としての実態を掌握することができたの

である。

このような総合的な実態把握にあたって決定的に大切なことは，全く複雑多岐で揮

沌(こんとん)とした情報を，「琿沌をして語らしめ」てまとめることである。「きっと

こうであろう」というキメツケや理論や希望的観測などに，一切とらわれてはいけな

い。「揮沌をして語らしめる」というこの技術は,今日では私の創りだしたKJ法とい

うやり方で確立している。そのKJ法を確立するのに，ヒマラヤでの私の経験はまた

大きく役立ったのである。揮沌をして語らしめるという自然な道を実践した場合にの

み，複雑な現実が掌握できる。そればかりではない。こういう場合にのみ，関係者は

深くうなづき，燃え上がり，志をひとつにして合意の道をかち取ってゆく。

こうした正しい判断からこそ，正しい評価が生まれ，正しい合意力貴生まれ，正しい

対策への知恵が生まれるわけだ。それをやらずに，部分的な情報だけでそれに固定観

念と化した偏見を加えて判断を下してしまうと，とんでもない失敗につながる。私は

次にP&R計画から，三例だけをあげてみよう。

昭和45年の予備テストで,1,000mの簡易水道をつけたところ，この水のユーザー



たる村民の間で，病人が目に見えて減ったという情報が私のところに幾つも届いた。

ところがやがて，「それは誇張で，病人はすこしも減っていない」との情報も現われ

た。いずれも，現地を通過したトレッカーが村人から聞いた情報である。このように

矛盾した情報があると，「どちらが正しいのだ？」とばかり，不毛な論争で結着をつ

けようとする例が多い。私は昭和49年に現地を訪れ，ほぼ真相がつかめた。

すなわち，水運びの労苦に耐えず，村人は悪い水と覚悟のうえで，集落に近い水場

を使っていたのである。ところが簡易水道のおかげで，以前よりはよい水が遠くから

届くようになって，病人はいったん減ったのだ。ところがすでにのべたように，1年

また1年と，集落付近の過放牧がひどくなりだした。そのため，水道の水源の水が汚

染の度を加え，再び病人が元どおり多くなってきたのである。この例でもわかるよう

に，住民の生活と文化と自然をめぐる生態系の変化がわから葱いと，とんだ不毛の議

論や誤診を招くことになる｡

次に，軽架線の設置によって森林がますます乱伐されるという反対論がとびだし

た。住民からではなく，欧米のある国の技術協力顧問団の林業専門家からである。彼

がネパール政府の林業省に秘かに訴えたため，政府もいささかとまどったらしい。さ

らに首府近辺の，主として外国からの技術援助関係のインテリに，この反対論が流布
されている。ところが，現地の村々や多くの山村では，軽架線は大歓迎され，反対論

の根拠は全く信用されてない。

それでは住民が反対論無視で大賛成なのは，環境保全に無関心で開発第一主義のせ

いなのだろうか。それは全く見当はずれの評論である。軽架線は農牧の増産につなが

るうえに，森林保全になくてはならないからなのであった。なぜかというと，以前は

手不足と過重労働のため，住民は遠い林縁にたどりつくなり，悪いと知りつつ木の葉

や薪を総なめに取り尽くしていったのである。ところが!|堅架線のおかげで，広い範囲

の集材域から，森林の再生産を保証できるように，薄く集材するようになったからで

ある。さらに浮いた労働力の一部で，集落に近い無樹の斜面に，植林までできるよう

になった。加えて，飼料源がふえたので舎飼いする家畜がふえ，乳製品の増産につば

がった。そのうえ堆厩肥がふえて畑が増産になるので，やせた畑の面積ばかりをふや

す必要がなくなったのである。こうして軽架線は増産ばかりでなく環境保全に寄与す

ることとなった。これが住民の圧倒的支持の背景であった。逆にいえば，現場の生態

系を知らないインテリの論議がいかに有害かわかる。

第三は，土地利用の権利をめぐる，民族ごとの観念の相違である。我々が協力した

5力村中，4力村は素朴なマガール族の村だったが，1力村のみはヒンズー文明の民

すなわちヒンズー教徒の村・だった。ところで，ネパールでは，耕地以外の林野は，た

てまえとして国有となっている。しかしその利用権は慣行的に各村に任されていた。

そこでマーガル族の村々は，村領内の森林や牧野や水などの資源の利用権は，まず

第一に自分たちの村が優先的に持つと考えている。ところがヒンズー教徒たちは，隣

村の領内であろうとどこから取ってきてもよいと考えているのだ。国有だからどこか

らでも同じことというわけである。そのうえ，マガール族は森林を敬愛し，愛護しよ

うとする。それは森林が彼らの畑作農牧と切り離せないというエコロジカルな基盤と

密着した価値観なのだ。ついでにいうと，このあたりは常緑広葉樹の森がほとんど

F

D
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自然と文明とは

共存できる

で，木の葉が特に冬飼料として欠かせないのである。これに反し，無肥料でも反当た

り1石ぐらいはとれる水田稲作が深く文化の底に染みついているヒンズー教徒にとっ

ては，森林は経済的利益の対象でこそあれ，愛護すべき対象ではない。

そこで私は，ヒンズー教徒の村からは，どれほど頼まれても軽架線の導入をお断り

した。もし架設すれば，森林を乱伐する恐れがあるからだ。しかも自村領域の森はほ

とんど伐り尽くしているので，隣村領域の森を荒らしてしまう。そうなると環境保全

に重大な影響力汲ぶうえに，価値観や利用権の観念の相違のため，ヒンズー村とマガ

ール村との間に，たいへんないがみ合いが発生することは必至である。こういう価値

観や世界観，さらにそれを支える歴史的事情に無頓着な役人や専門家が，ただ机上の

経済的技術的合理主義で，その実不合理な改革案を提案したり押しつけようとする。

そういう光景に接して，私はこのP&R計画の歩みの中で，ヒヤリと肝を冷やしたこ

とが時々ある。

以上の例から私の訴えたいことを締めくくろう。

まず第一に，「自然の一体性」を痛感すること。この点，自我対外界という不自然

な双分観を定立し，分析と普遍法則の探究のみを「科学的」とするデカルト的科学の

道は，根底的に破産している。総合と独自性把握の道が，分析と法則定立の道と同じ

ウエートで尊重されねばならない。したがってこの両方の道を包含する，新しい「科

学」観が必要となる。総合と独自性把握の道は，単なる願望でなく，今日，具体的な

手続きの裏づけをもって行い得るのである。

次に，この自然の一体性の中には，当然人間と社会とその文化も含まれるべきもの

である。ところが今日，人間とか文化とかを，あたかも自然とは別で，自然と対立す

るもののように扱う文明の歩みがある。こういう発想の文明では，自然と文明との共

存など，思いもよらない。しかしそういう発想の文明しかあり得ないのではない。そ

れどころか，文明を自然の一環としてとらえる文明のみが，今後の生存を保証される

だろう。､

そこで，こういう文脈の中での文化は，自然の一部でもある。そして文化は，文化

人類学者の力説するように，まずトータルにとらえないといけない。単に政治・経済

・技術・科学・宗教・風習などをバラバラに扱うのでは，文化の片われを扱ったこと

にはなっても，全体としての生活様式としての文化を扱ったことにはならない。

次に，こういう文化の中で，技術や経済といったハードウェア寄りの側面ばかりで

事を処する偏りを脱すべきである。例にあげたように，価値観や世界観といった目に

見えない側面の文化をぬきにしては，環境保全も開発も，メチャメチャになってしま

う。

つまりは，人間をも文化をも自然の一環として扱うようなエコシステムとしての扱

いをせねばならないのである。物質とエネルギーだけを問題とし，情報を無視し，ひ

いて意味とか価値を無視するような生態系などは，そもそも生態系として成り立たな

い。生態系に対する考え方の抜本的改善が必要なのだ。そのとき初めて，開発と環境

保全，ひいて自然と文明との共存が可能な，新しい道の第一歩が，踏み出されてゆく

だ ろう。＜完＞
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’ 遠山富太郎 ’

スギと日本人
一ふるさとの森に杉を－

’

氷期のスギの宿

何年か前，ワシントン大学のツカダ博士から

『杉のきた道』を送ってほしいという英文の手紙

をいただいた。ツカダさんが，小著に引用させて

いただいた，塚田松雄さん『花粉は語る』の著者

と気がつくのに少しばかり時間がかかった。塚田

さんには出版時に当然送っていただいたと思いこ

んでいたし，アメリカからでも日本語の手紙をい

ただくものと勝手にきめていたから。

『科学』80年9月号に,塚田松雄「杉の歴史：

過去一万五千年間」を見たのは，まもなくのころ

だったし，おいかけるようにツカダ博士からリプ

リントも届いた。9頁のスペースの中に，スギの

花粉の電子顕微鏡的説明から始まり，林学者の業

蹟もふまえ，著者自身の花粉分析の結果に，カー

ボンデーチングをあわせて，日本のスギの歴史と

分布に関する考察はまことにみごとであった。

要約をそのまま紹介すると，

「最終氷期最盛期に若狭湾地帯や伊豆半島周辺

などを逃避地としていたスギは，1万5,000年前

頃から遠心的に漸次移動し，分布拡大し始めた。

山陰地方のスギの分布は顕著で，後氷期最暖期

(Rn)から新氷期(Rma)にかけてその密度

が最大となった。裏日本を北上した集団は，約

4,000年前に東北地方北部に到着し，秋田スギの

祖先となった。伊豆半島付近に端を発したスギ

は，太平洋沿岸沿いに北上し，仙台付近にやっと

1,500年前頃にたどりついた｡」

本文から補足すると，この氷期の海面低下は

130mと想定されているので，スギの逃避地とし

ての若狭湾地帯というのは沿岸の低地から現在の

水深130m辺までの幅で，北東は能登半島近くま

で，西は隠岐島をまわって益田近くの沖までをふ

くんでいる。伊豆半島周辺は駿河湾周辺に限られ

ている。表日本側にば逃避可能地域として，房総

半島東南部，紀伊半島南部，四国南部それぞれの

沿岸と浅海部をあげている。屋久島のスギは最終

氷期以前からの隔離分布として，特に逃避地を示

していない。佐渡のスギは不明であるとして別に

扱っている。（佐渡と本土間の海深が200mをこ

えているからであろうが，隔離分布としていいの

ではないか－筆者）

以上の塚田説は報文の図●3に示されているの

で’そのうち’スギの天然林の所在と逃避地など

を，大まかに別図として示す（次ページ)。

塚田さんの報文から教えられることの一つは，

最終氷期後に限ってのことだが，裏日本のスギは

佐渡のものは別として，若狭湾周辺に起原をも､つ

一系列のものである。これに対し，表日本のスギ

は，その分布地が屋久島，魚梁瀬，南紀，伊豆で

あり，少し間をおいて地理的につながりがあるよ

うだが’それらの氷期の逃避地はそれぞれ近くの

沿海周辺に別々に存在した。したがって，オモテ

スギの氷期後の分化の起原は複数で，系統分化は

多型的であり，ウラスギは単型的ということにな

る。スギのウラオモテ論に新資料を加えることに

なる。

もう．－つは氷期のスギの逃避地はすべて沿海地

帯の低地であったこと，数千年前の殿盛期に成立
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最終氷期におけるスギの逃避地

現存（1940年ごろ）のスギ天然林との関係を示す略画
（塚田氏の原図より）

したスギの巨木林は，沿海地帯低地に始まり，

徐々に内陸の平地や低山地に広がっていくが，海

進とともに海に近いものは次々と水面下に没して

いく。

魚津の沖では2000年前に1,200年生の大スギ

が水没し，そのために根株が保存され，古代スギ

の証を残した。時代は明らかにされないが，本多

静六先生の『造林学』には，伊豆，相模，若狭，

丹後の海浜に神代杉の出土が記されている。これ

らも古代大スギが沿海低地に繁茂していた証にな

るであろう。

縄文鳥浜の丸木舟

このころ時折新聞記事に見かける鳥浜貝塚遺跡

は，敦賀市の西の三方湖のそばにあるから，若狭

湾周辺のスギ逃避地帯の中央部にあることにな

る。この縄文遺跡の発掘調査は1961年に始まっ

たが，安田喜憲『環境考古学事始日本列島二万

年』（1980）によってようやく教えられた。安田

さんはこの本の縄文時代の一節を烏浜の解説にあ

て，専門の花粉分析法による植生の変遷を中心

に，研究グループの業績をわかりやすくまとめて

いる。

出土品として，漆ぬりの櫛，ユズリハの分枝部
くりもの

利用の斧柄，カシの丸木弓，トチの割物，それに

多量のスギの板など，そしてそれらが放射能炭素

法によると6000年前，縄文前期のものであるこ

と。スギの板といってもどの程度のということが

気になったが，やがて『鳥浜貝塚』（福井県教育

委員会，1979）が入手できた。般近のものだけ

に，登呂山木の報告書よりずっと念入りに拙かれ

た木製品は，三面図に写真もそえられていた。

板・割識材として記録された150点の多くはスギ

で，長さ50cmまでが多く,|幅は20cm上は少な

い，厚さも7cmどまり，周辺の形は特に長辺の

両端は不規則であるが，報告者の解説のように，

加工されたものと理解できる。同報告書の中で山

田昌久さんの考えでは，柾目板，板目板のいずれ

の場合も原木の直径は25cmくらいで，これが伐

採できる樹木の限界で，さらに石斧によって，み

かん割りできる幅の限界を示しているとのことで

ある。

81年夏の第6次烏浜遺跡の調査で完形に近い

スギの丸木舟が発掘された（読売81．9．7)。全

長5.3m,最大幅60cm,深21.5cm,厚3.5

cm。別に工事のため一端が切断されたのが1.3

m。したがって全長は7mに近い。このスギの原

木どうしても直径1xnくらいはあろう。縄文人の

石器でよく伐倒加工できたであろうか。

コールズ『実験考古学』によるとヨーロッパで

現代人の石斧による実験では直径40cmくらいま

でどうにか伐倒している。南方熱帯の原住民は根

元の樹皮を剥ぎ周囲を焼いて大木を伐倒している

と報じている。鳥浜の繩文人がどんな方法をとっ

たかはわからないが，火を使うことはよく知って

いたから，この方法もありうるわけ。

『杉のきた道』で紹介した山内文氏の報告によ

ると，古代日本の丸木舟出土例75のうち，スギ



15,カヤ13，マツ12，クス11が多いほうである。

千葉加茂遺跡出土のムクノキ製丸木舟は，長480

C1n,幅70cmあり,放射能炭素法で5200年前のも

のとなっている。丸木舟は大木がなければ作れな

いが，日本の水辺でともかく6000年前から延々

と作られてきたもので，スギがその主力であった

ことがわかる。この発掘例ではスギのシェアは大

きくないが，近世になっての丸木舟はスギを主に

していたことは前著に書いておいた。

消えゆく巨杉の森

弥生時代の登呂山木のことは，水稲と鉄との導

入に加えて，日本にスギのあったことが，日本文

化の飛躍的発展の基盤になったということは，拙

著『杉のきた道』で力説した。登呂山木のような

事例が他にありそうに思えるが，残念ながらまだ

見聞してない。

82年9月26日の読売新聞に，京都峰山の古殿

遺跡（4世紀）から四脚のついた机が発見された

との記事があった。天板ばスギの一枚物，70×50

X3cmの大きさ。写真ではわからないが，表面

の加工はかなりよくなっているのではないか。古

墳時代のスギの出土例は他に知らない。

正倉院の校木の形については，直径80cmばか

りの大木を合理的に木取りしてできたものという

私説も力点をおいたものであったが，建築家の

東孝光さんという方が『日本人の建築空間」（彰

国社，1981)で，この私説を好意的に紹介して下

さって，うれしかった。東大寺のような場合だか

ら，ヒノキが使われたのだが，あのころの地方で

は，あのスタイルのスギの屯倉が各地に作られた

のではないかと憶測している。

校木の形から庫内の湿度調節が合理的に行われ

るという点は素人考えにすぎないことは大体わか

ってきたが，木造高床構造が倉庫として機能的で

あったことは当然である。もう一つ，宝物を格納

してきた「天平古櫃」の重要性を前正倉院事務所

長土井弘氏は強調されている。これらの拳纒類
は多くは奈良時代の作と思われ，現存170合ほど

だが，残材も少なくないのでもとはもっと多かつ

9

たらしい。長150．幅75．深40cmのかぶせ蓋造

り，材質はすべてスギー式である。スギのような

軟質材のすぐれた恒湿作用のために，長年月の宝

物の保管がよい状態で保たれてきたと説かれるの

である。

よい刃物ができるようになって，スギの割板づ

くりがいっそう容易になり，スギの板の効用がさ

らに認められてこの時代のスギの伐採は増加した

ことであろう。

昭和5年発掘された秋田県横手盆地の中央にあ

る仙北村払田柵の遺跡には大量のスギ材が使われ

ていた。平安初期の弘仁年間（1170年前）設け

られたこの柵は延長約4kmあって，長4m,一

辺40cmの角材をギッチリつめて並べたもの，す

べてスギ材である。もう一列の内柵，住居などを

考えると莫大になるだろうとのことである。（『秋

田県林業史上巻』による)。

バンクーバーの郊外のフォートラングレーに

150年前に設けられたハドソン湾会社の交易所が

復元され史蹟公園になっている。丸太作りの建物

などを取り囲んで丸太の柵が外敵から守ってい

る。四周の延長550m,高5m,太さ50cmぐら

いであろうか，米杉の丸太をキッチリつめて埋め

こんであって，さすが木の国と感心した。

1200年も前に横手盆地に角材を並べて4kmも

の柵を作ったことにはもっと雛かねばならない。

わざわざ角材を柵に並べたわけは，そのあたりに

スギの大径木しかなく，それは極めて豊富に存在
したということではないか。

もう少し後，1000年前ごろとされているらし

いが，男鹿市の近くや能代川下流からいくつかの

遺構が発見されている。出土品の多い胡桃館の材

料で判断すると，壁には厚5cmのスギ板，柱に

も11×28clnのスギ平角が多用されていて，こ

こもスギの大木が多かったことを推測させる。こ

の建物群を取り囲む柵の概造，幟手の柵にくらべ

て，はるかに薄手のものになっている。頑丈な必

要もなく，木工技術の進歩もあったにせよ，スギ

林の縮小が始まっているともうけ取れる。
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杉の木1本残してほしい′

400年前天下統一した豊臣秀吉は大船建造，伏

見城修築’京都近郊の橋づくりなどのため「太閣

板」厚15cm,長360cmの大板を大量に秋田か

ら供出させている。帆柱としては40mをこえる

長大材を○秋田のスギだけがこれにこたえること

ができた。

そして,このことが古代日本の血をひく巨大

スギ林の末喬の終焉となったのであろう。1万

51000年前に氷期の宿を発した日本のスギは広い

範囲に，巨大にして美しい大森林を展開し，その

姿を文字以前の日本人は嘆賞したにちがいない。

その大スギが静かに消えていく。

数年前の佳日，北米西岸のレッドウッドの森を

車で1時間もたのしみ，フンポルト公園で車をお

りて巨木の小道に歩みいった。

まるで深い海低にいるようで，青空からは少し

しか陽光もさしこまないで，暗色の列柱の間に静

かで冷たい空気が漂って，ほのかな樹脂の香がの

ってくると,海のかなた，何千年の昔の古代日本

のどこかゆるやかな流れのそばに，こんなふうな

巨大な林，日本のスギの林がいくつもあったので

はないかと楽しい思いが去来した。

秀吉につづいて秀頼の大坂城づくり，そして家

康の江戸づくり，諸大名それぞれの城や町づくり

に当時の技術の及ぶかぎりの針葉樹の大材が求め

られ，ついにケヤキなどの広葉樹も一般に用材と

して登場してくる。

スギの天然林の再生小径木が庶民のすまいに，

心持材の柱として重用され始めたのもこのころで

あろう。その結果から，交通の便のよい所にスギ

の造林が始まり,遠隔の一部には,秋田のように更

新木撫育による大材の育成が始まった。船用材の

オビ杉や榔丸作りの吉野杉のように中径木を目ざ

す造林地もあったが’3～4寸の角材生産を主と

する短伐期林がやがて主流になってしまつ‘た。割

材として使用する時代には，低質木材として棄て

られたはずの樹心部をそのままに包みこんだ心持

柱というものは,木材.質のむだがなく，しかも強度

のすぐれた合理的なもので，大昔から現在に至る

まで木材の普遍的な使い方なのである。むしろ中

世までの日本のスギ，アメリカのレッドウッド，

南方材のように割材にしたり,単板に剥いだりで，

樹心部を棄てる利用法のほうが例外的であろう。

大杉を使いはたした日本は，中世以後急速に原

始的な心持材利用へと戻っていった。明治大正に

は樹皮を剥いだままのスギの丸太が電柱となって

山奥に電灯をつけ，先端には丸味の残った3～4

寸の角材が割安な庶民の家を普及させ，日本のく

らしは大躍進をとげた。スギの造林もいっそう広

がった。昭和の戦後となると桶樽も小型の舟もプ

ラスチックにおきかえられ，天井板も見かけだけ

のものになって，スギの板の運命もつきはて，大

径木を育てる夢もきえた。

先ごろ鳥海山麓で神代杉が発掘され，何千万円

とかで買い取られたときいた。もの好きに桜井の

材木会社へ見学にでかけた。伐口に近づくと上端

は見あげるほどの高さに見え，値段より巨大さに

感じいった。そういう骨董的価値の木材と採算割

れの声もするスギ造林との両極化に，林政にうと

い私もただごとでない気がしてきた。

近ごろしきりに「ふるさとの森づくり」の大合

唱がきこえる。それが申しあわせたように，日本

人のふるさと，照葉林づくりの一辺倒であるの

が，どうも納得しかねる。日本は照葉林と落葉林

が4割ずつ，そのはざまに日本人の住居とくらし

の道具の大方を支えてきた温帯針葉樹がある。と

りわけスギが主役であったことは説いてきたとお

り。さらに低地に何千年も巨木林としてあったこ

とは，古代日本人以来の眼底に強くやきついてい

たにちがいない。

ふるさとの森づくりには，ぜひともスギを加え

ていただきたい。もう一つ，山を愛する日本の林

業者へのお願い。皆伐時に1山1本のスギを残し

ていただきたい.′子子孫孫に伝えて，千年杉に

育ててほしい.／山を持たない男の夢であり勝手

な願いである。

（とおやまとみたろう．島根大学名誉教授）
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’ 苅住具

古代のスギの文化

’
森林植生の研究において，過去の気候や立地条

件，文化の発展に伴う森林の利用がどのような形

で現在の植生に連なってきたかを知ることは極め

て興味ある問題である。過去において祖先の文化

を支え発展させてきた樹木や森林の効用を知るこ

とは，森林の歴史を通して「森林の価値」を再認

識することにもなる。このような意味で，植生学

の立場から古代の人間と森林とのかかわりあいを

考えてみた。

古い地質時代の植生は花粉や植物の化石，遺体

の分析によって推測することｶﾐできる。また縄文

や弥生・古墳時代などの植生は，その時代の住居

跡や古墳などから出土する建築・土木用材，木製

の農具・日用器具・什器などによって知ることが

できる。これは植物の遺体による実証的なもので

あるが，文字によって各種の記録が行われるよう

になった縄文時代以降では，文書として森林や樹

木の種類，分布状態を知ることができる。わが国

の様子は紀元3世紀ごろの自然と文化を記述した

『倭人伝』を最古のものとして記録の中に森林と

樹木と人間との関係が発見される。中国では縄文

後期以降の記録がある。

洪積世(約100万～2万年前)のわが国の植生は

氷河期の継期にあって，低地まで寒冷で，気候帯

としては寒帯に属し，寒帯性の針葉樹林が繁茂し

ていた。長野県野尻湖の発掘では2～5万年前の

地層からヒメバラモミ，コメツガ，トウヒ，カラ

マツなど寒帯性樹種の遺体が発見されており，東

京でも洪積世末期の地層からチョウセンゴヨウや

トウヒが繁茂していたことが知られている。洪積

世の氷河期の終末とともにわが国の気候はしだい

に温暖となり，約，万年前から始まったと考えら

れる縄文時代には現在の気候とほぼ同じになって

いたと推定されている。

人間と森林との関係は人類が地球上に誕生した

ときから始まっている。森林は人間の生活の場と

して重要な役割を果たしてきた。石器時代には

人々は森林の周辺の自然の洞窟に生活し，森林は

食物を得るための狩猟の場として利用され,小量

の樹木が料理や採暖のための燃料，狩猟や日常生

活のための手槍，棒，石斧の柄などの道具に用い

られたにすぎない。石器時代の終末には気候はし

だいに温暖となり，縄文時代には寒地性の植生は

山頂に追いやられて低地は現代のような暖帯性の

植生に置きかえられた。

この時代には住居も自然洞窟から，地面をわず

かに掘って小さな柱を立ててカヤなどで屋根を覆

った竪穴式住居が見られるようになり，生活用具

として土器が利用されるようになった｡狩猟用具

も木を用いた大型の弓や矢が利用された。各地で
やじり

出土する石の鑑はこれらのことを物語っている。

石斧や棒なども磨いたものが用いられ，漁携のた

めのモリや釣針も上手に加工したものが現われて

いる。竪穴住居の柱はよく研磨された鋭利な石斧

によって伐採されたものであろう。住居の大きさ

は直径4～6xnの円形ないしは楕円形の小さなも

のが多いが，石斧では大きな家を建てるための長

大な大径木の伐採や加工が困難であったためかも

しれ抵い○利用された木材は腐朽分解してどのよ

’
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うな樹種が用いられたか明らかではないが，切

断・加工しやすい軟質のものであったろうと想像

される。

繩文。弥生時代を通じて竪穴住居跡を見ると住

居跡が重複･複合した形のものもあるが，一年を

通じて温暖で多湿のわが国の気候では土中に立て

た軟質の小径木は腐朽しやすく，また台風の多い

わが国で小型の竪穴住居はしばしば倒壊し，その

都度住居付近や倒壊した住居跡の上に構築された

ためではないかと推察される。

考古学者の石井則孝氏'》の縄文前・中期の東京

の古代人の生活を描いた景色の中には「船はカヤ
くりぬ

の木を割貫いて作った丸木舟，時には鯨などが湾

内にまぎれこむと何艘かで組んで浜辺に追い上げ

た」という情景がある。暖帯性の代表的な針葉樹
であるカヤの大木が石斧で伐採され，くり‘船に仕

上げられるには気が遠くなるような時間と労力が

かかったことであろうと思われる。この時代，船

のような大径木の伐採や木工は数家族の集団で行

われたことであろう。魚を追ったヤスには丈夫な

シラカシなどの棒が用いられたにちがいない。カ

ヤは南は屋久島から北は岩手県南部の海岸にまで

照葉樹林に交じって分布する暖帯性の有用な針葉
樹である。幹は通直で材質が優れているため古く
から好んで伐採利用され，現在では大径木はきわ

めて少ない。縄文時代にはこれらの樹木が住居の

付近に群生していたことであろう。

縄文後期には森林を焼払って跡地にヒエ,アワ，

陸稲，ムギなどの畑作穀物を作る栽培農業らしい

ものが始まっている。それまでは植物から得る食

料はデンプン質のものとしてはヤマノイモやユ

リ，ウバユリなどの地下の塊根や塊茎，クリ，シ

イノキ，トチノキなどの実を採取するにすぎなか

った。人々 は少数の家族でまとまった竪穴式住居

の小集落を作って一定地域内で狩猟や漁携と焼畑

による作物の採取生活を行った。農具らしいもの
くわ

はなく，棒や鍬状の枝，棒に付けた石器などが用
●●●●

いられたにすぎない。木製のくわやすきが利用さ

れるようになったのは弥生時代に入ってからであ

る。したがって日常用具も石器と土器が主で木は

狩猟，漁携に用いる槍やモリ，石斧の柄，棒程度

にしか用いられなかった。竪穴式住居の中では採

暖や料理のための，また土器を作るための燃料と

して用いられたが，これらの木の利用は当時の自

然からすれば問題にならないほど少量のものであ

った。しかし，当時から行われた森林を焼払って

畑を作る火耕は森林を大きく破壊した。火耕（焼

畑農業）は縄文以降各時代を通じて行われてい

る。火耕はわが国だけでなく世界共通の農耕法

で，古い中国の語にも「火耕水霧」という言葉が

ある。草木を焼いた跡に水を入れて水田を作り稲

を植えるという意味である。

今年の初め，私は海外の林業援助で南米のパラ

グアイへ派遣されたが，同国ではセドロ，ラパー

チョなど少数の有用の大径木を伐採搬出したの

ち，残された森林は全て焼払って跡地を麦や大豆

の畑に更改している。起伏の少ない大平原の中で

焼かれる広大な森林の煙は空を覆い，火は天をこ

がすほど壮観である。跡地の処理はトラクターや

大型の耕作擬械になっているとはいえ，一種の大

規模な火耕であって，火による大面積の森林破壊

による見渡す限りの畑地の造成は，土壌侵食やこ

れに伴う地力の低下などを来たし，天然林保護の

問題をも惹起している。

さて，話をわが国の縄文時代の森林に戻そう。

この時代の遺跡から出土する樹木には，地方によ

ってやや異なるが，中国地方ではコナラとクルミ

が多く，スギ，シイノキ，トチノキ，エゴノキ，近

畿地方ではカヤ，アカマツ，ヒノキ，イヌガヤ，

四国地方ではモミ，スギ，ヒノキ，エノキ，クス

ノキ，フジ，トチノキ，モチノキ，チャなどが挙

げられる5)。いずれも現在の暖帯林に多く分布す

る樹種で，当時も現在もあまり植生が変わってい

ないことがわかる。現在，スギ，ヒノキ，カヤ，

イヌガヤ，モミなど暖帯に広く分布する針葉樹類

は，低地の暖帯林ではきわめて少なくなり，社寺

の境内にしか見られなくなっている。これはス

ギ・ヒノキなどは暖温帯の樹種で，その最適立地

は低地よりも上部にあると考えられることからす



ると，現在これらの樹種が低地に見られないの

は，古代からのこれらの樹種の伐採利用に原因す

るものと思われる。これらの針葉樹類は通直で材

質が軟かく，木目が通っていて伐木・造材など，

また木製器具としても加工が容易で，好んで利用

されたものと考えられる。

繩文や弥生時代のように木工器具が発達してい

ない時代には,材質が堅くて鵜の通らないケヤ
キやカシ類の大木の利用は困難であった。ケヤキ

が建築材として大量に使用されるようになったの

は，鉄製の木工具が発達した鎌倉時代以降のこと

である。

この時代は，さきにも述べたように森林は食料

を供給する場でもあった。縄文晩期の岡山県前池

遺跡では大きな食料貯蔵孔からトチノキ，カシノ

キ類の実が大量に発見されており，また別のとこ

ろでもクリ，ナラ，クルミ，カシノキ類の実が発

見されている。前述のような初期農業の食縫確保

が不安定な時代において，これらの堅果樹種が保

存食料として果たした役割は大きい。前出の石井

氏が描いた縄文時代の家族の夕食の主食はクリノ

キやシイノキの実をすりつぶして作った団子であ

った。住居の火守りは重要な役目で，火をたやさ

ないように薪がくくられ，この火によって重要な

タンパク源としての魚の干物やスルメ，貝の干

物，動物の肉の螺製などが作られた。また土器に

よって食物を煮たり蒸したり焼いたりすることが

行われたという。またこの時代の住居のカマド跡

からは，クリ材の炭が多量に出土しており，クリ

材が燃料として好んで用いられたことが知られて

いる。クリ，ナラ，クヌギなどの材は太い道管を

もち，乾燥が早くて火つきがよく，炭化しても火

もちがよいために，これらのブナ科の落葉樹が好

んで用いられたもの.と思われる。このころから樹

木や森林は目的によって使いわけされ，スギ，ヒ

ノキ，カヤ，マキなどの針葉樹類は主として建

築・木工器具材として利用されており，毎年食料

を供給するクリ，クヌギ，ナラ，トチノキ，シイ，

カシなどの林は特別に保護利用されていたものと

考えられる。

13

弥生時代は紀元前3世紀ころから始まる。この

時代には弥生式土器が発達し，水田による稲作技

術が普及して，米を主とする食生活が広く行われ

るようになった。またこの時代は，銅器や鉄器と

その製造技術が大陸から伝わり，各種の技術が急

速に進歩した。農業では，くわ・すきなど木製の

耕転用具が鉄製の木工道具によって作られた。こ

れらの木製農具の発達から大規模の農耕が可能に

なった。一方，木工道具では鉄製の斧，ちょう

な，のみなどが大陸から渡来し，わが国でも造ら

れるようになった。

静岡県登呂遺跡4）は弥生後期の農業遺跡として

有名である。その出土品は当時の稲作文化での農

民の生活をしのばせるに十分であり，その資料は

各所で説明引用されている。この集落は12戸の

住居と33枚の田からなり，大規模な稲作が行わ

れていた。この遺跡は静岡県の安倍川に近い駿河

湾沿いの低地にある。この遺跡からは建築用材，

水田の土木用構築材，各種の木製の農耕用道具や

生活器具や当時の森林の跡まで出土しており，当

時の生活と自然が写し出されている。中で最も大

量に使われている木の種類はスギで，原始入母屋

造といわれる住居や穀物を収納した高床の柱，
けたはり

桁,梁,板羽目,灘などの建築材,井戸枠,水
田の灌漉・排水のための溝や家居の周囲の排水の

ための溝の土留の杭や木柵などに用いられてい

る。柱が土中に沈まないようにする礎石がわりの

礎盤や木柵，井戸枠，板羽目などはスギ材の割板

で，その数は数千枚に及んでいる。中には直径60

Cnl以_上と思われる大木から作られたと思われる

ものもある。このようにスギ材が建築や構築材と

して大量に用いられたのは，スギ材が通直で木目

が通っていて，軟かくて割板などを作るには加工

しやすいうえに，湿地などでは耐久力が大きいた

めと推察される。当時，すでに鉄の斧や簡単な大

工道具は存在しているが，なお木工は容易ではな

く，柱や桁・梁には通直で加工しやすい材が好ま

れ，板には木目が通っていて斧やなたで木目に沿

って割ることができる木としてスギが選ばれたも
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のであろう。

昭和47年に松山市で古墳時代の大規模な井堰

遺構が発見されて話題になったが3)，ここで用い

られていた織築材の中でもスギがたくさん用いら

れている。この中には4世紀の棟持ち柱式高床建

物から転用したスギ材が認められている。

上記の両遺跡は静岡県と愛媛県で遠く離れてい

るが，両者ともに建築・構築材としてスギが大量

に利用されていることは興味が深い。木材のよう

な重量物の輸送手段が確立されていなかったと思

われる古代に，このように大量のスギ材を遠くか

ら集めることは極めて困難で，手近な森林から伐

出利用したものと考えられる。登呂遺跡では住居

跡の付近に森林遺跡があり，当時の立木の株が残

っている。樹種はスギ，シラカシ，イヌガヤ，エ

ノキ，クスノキ，ナツグミ，タラノキ，マユミ，

ネムノキなどでスギが最も多く，太さも根元直径

が90cmに及ぶ大木もある。シラカシ，クスノキ
こでら

も相当の大木である。古照遺跡では森林跡はない

が,構築材としてスギのほかにヒノキ，アラカシ，

コナラ，クヌギ，アベマキ，エノキなどが用いら

れている。また登呂遺跡で用いられている材に

は，スギ以外の針葉樹としては，一本造りのハシ

ゴ材にイヌマキ，ヒノキ，サワラ，丸木弓に，イ

ヌマキ，割板にはモミ，イヌマキが，広葉樹では

丸木槌にサカキ，くわ・すきなどの木製農具にイ

チイガシとシラカシ，丸木槌にサカキ，モチノキ

の丸柱，エノキの杭，道具類にクリ，ケヤキ，サ

イカチ，タブノキ，サクラなどが使われている。

これらの出土物の樹種から推定される周囲の

森林植生は登呂，古照遺跡ともにシイ，カシ，タ

ブノキ，クスノキなどを主とする照葉樹林ではあ

るが，スギ，ヒノキ，カヤ，イヌガヤ，モミ，ツ

ガ，イヌマキなどの暖帯性の針葉樹類も繁茂して

いたと思われる。一般にこれらの針葉樹のほうが

照葉樹よりも葉群が高くて照葉樹林の林界の上に

超出しており，針葉樹と照葉樹の混交林を形成

し，場所によっては針葉樹の純林状のものが照葉

樹林の中に発達していたものと推察される。現在

暖帯の低地においてこれらの針葉樹はほとんど認

められない。とくにスギ，ヒノキ，カヤなど有用

樹種の分布はみられないが，これらの樹種はわが

国の文化の発展とともに伐りつくされたのではな

いかと思われる。古代から暖帯の針葉樹類は，

我々の生活の場の近くにあって各種の用途に利用

されてきた。小原二郎氏2)はわが国の文化を「針

葉樹林の文化」であると述べているが，古代から

の木材の使われかたを見ると同感である。登呂や

古照遺跡の小数例で判断することは難しいが，縄

文・弥生を通じてスギのほうがヒノキよりも多く

利用されているのは，スギのほうが人間の生活の

場である低地に多いことと，当時の幼稚な道具類

ではスギのほうがヒノキよりも工作しやすかった

ことによるものであろう。

また樹種からいうと，小原氏の飛烏・奈良時代

以降の「ヒノキの文化」以前に縄文・弥生の「ス

ギの文化」があったのではないかと思われる。こ

れらの暖帯性の針葉樹林がどのようにして成立

し，照葉樹林とどのような関係にあったかを考察

することはきわめて興味あることで，今後の研究

課題となる。また現在暖帯の代表的針葉樹である

アカマツ・クロマツがほとんど利用されていない

のは，スギ，ヒノキ，カヤのような優良材が近く

に豊富にあったことと，マツ類は樹脂に富み，木

目が通らず，前樹種よりも伐木・造材，加工性に

劣ることによるものと推察される。更新面ではマ

ツは陽性で耐陰性に乏しく，照葉樹林の暗い林床

では成立が困難で，分布も日当たりのよい尾根な

どに制限されていたものと考えられる。

一般に樹種の分布は気候や土地条件を背景とし

てのみ考えられがちであるが，以上のようにみて

くると人為が植生に及ぼす影響の大きいことも見

落とすわけにはいかない。

（かりずみのぼる．林業試験場造林部）

1）石井則孝：古代の築落，教育社，1982

2）小原二郎ら：法隆寺を支えた木,NHKブツクス318,1979

3）松山市教育委員会：伊予路の文化，1975

4）森豊：写爽・登呂遺跡,社会思想社，1965

5）山本光：林業史・林業地理，明文堂，1958
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’ 田中正大

自然保護と風景

|｜

’

自然保護がしきりにいわれだしたのは，昭和40

年代からだろうか。高度経済成長の30年代に自

然がきりひらかれて，工場や宅地あるいは道路に

変わっていった。海岸を例にとってみても，埋血

によって自然の海岸はだんだんへっていく。かつ

て風光明媚といわれた白砂青松の浜に大規模工場

が進出し，クロマツは伐り払われ，海水が汚染さ

れるという問題，なかでも世界を驚かせたのは，

熊本の窒素化学工場の廃液による水俣病の発生で

あった。川や海が汚染されて，人の体をむしば

み，死者が出るという事態まで突き進んだ。

かつては山紫水明の国といわれたわが国土も開

発の波に自然は破壊される一方であった。経済成

長を認歌しているうちに，農村から蛍の光が消え

ていたのである。

この開発による自然の破壊，汚染ということ

が，自然保護運動をよびおこしたものであった。

開発が無謀で強力であればあるほど，市民の自然

保謹運動は激しく先鋭にならざるを得なかった。

妥協を知らぬ絶対反対という自然保護運動も必要

であった。

開発か保護か，といわれるように，自然保謹は

開発を阻止して自然を従来どおり残すことに重点

がおかれた。実際，こうして各地の貴重な自然が

保存され，後世にのこされることになったのも少

なしとしない。

しかし，一方で自然保護の行き過ぎとか，自然

保護を正しく理解していないためのマサツや迷い

なども起こっているようである。風景の問題もそ

の一つといえよう。

’

自然保護といっても保護しようとしている自然

とは何かとなると，必ずしも明確ではないよう

だ。全く人工の加わらぬ原生林や原始的な河川の

ようなものから，植林した林，両側を堤防で固め

られた人工河川まで，実にさまざまである。大衆

行動につかわれる言葉となれば，その対象によっ

て，いろいろな場合があっても決しておかしくは

ない。恐らく原始的な人工の全く加わらぬ自然か

ら，人工がいくら加わっても，動物・植物等であ

れば，すべて自然のうちに含めるというように非

常に広くつかわれている。

自然保護と風景を考える場合，このあたりのこ

とをもう少し狭い意味に限定しておかないと話が

進まない。一体，風景というのは，単に自然の眺

めというものではなくて，みる人が主観的にとら

えた眺めであって，当然のこととして価値判断が

加わっているものである。したがって風景という

のは，人間が美しいとして選んだ自然の土地を対

象としている。風景を形づくるものは地形そのも

のであるが，ここに植生や人工物が加わって親し

みのもてる風景にかわるものである。風景は自然

が主体である限り，自然保護と関係する。

自然も風景も変化する

風景をつくっている基盤となっているのは地形

であるが，この地形ですら長い間に変化している

ことは，今では常識になっている。最近よくテレ

ビなどでも放映されているものに，太平洋の島々

が少しずつ少しずつ西方に移動して日本列島の手

前でめりこむというのがある。これほどスケール
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が大きなことを別にしても，富士山は数万年前に

噴火して出現した火山であって，古代人は噴煙を

眺めていたという新しい火山である。その後もた

びたび噴火し溶岩を流し出したものだが，平安初

期の貞観6年(864)に噴出した溶岩は北西に流れ
せ

出し，かつての劃ノ海を二つに割って西湖と粘進

湖をつくった。この新しい溶岩の上に生い繁った

原始林が，現在われわれが青木ケ原と呼んでいる

ところである。名前は青木ケ原であるが，実は入

り込めば生きては戻れないと噂される原生林であ

る。青木ケ原の名は，ここが昔は原野であったこ

とを物語っているもので，鎌倉から室町時代にか

けての名前であろうか。

火山が噴出すれば溶岩によって川をせき止き

て，いわゆる堰止湖を形成する。日本の国立公園

の多くはこれら火山現象によって出来た風景であ

る。最近では明治21年(1888)磐梯山のガス爆発

で川をせき止め，桧原・小野川・秋元湖・五色沼

をつくった。大正池は焼岳が大正4年（1915）噴

火した際，泥流が梓川をせき止めてつくられたも

ので，人間のように数えると今年で67歳である。

人は67歳では老年期だが，この大正池もかなり

衰えを見せはじめているといわれている。名前は

池であっても中禅寺湖や富士五湖のようにれっき

とした自然の湖である。

人が地形に加えるエネルギーはますます巨大化

している。ある個所にダムをつくったり，港をつ

くったり，道路をつくったり，大規模の開発をす

ると，遠くはなれた思いもかけなかった所で，地

形や植生が変化することが知られている。

台風10号によって東海道線の大井川鉄橋が落

ちた。絶対おちるはずのない日本の動脈にあたる

東海道線の大井川鉄橋が落ちたのである。上流や

支流でダムをつくったために土砂の流出が減少し

たことが原因し，橋脚の地盤が浸食されたといわ

れている。もし，これが正しければ，原因は遠く

で何年も以前から起こっていたことになる。

東京の市街化の中にのこった武蔵野の景観とさ

れている自然教育園の中に，シュロが異常に繁殖

しだし問題となっている。また，奈良市の春日山

のナギもふえ過ぎて話題になっていると報道され

たことがあった。シュロとナギも人が植えたもの

ではないので，自然現象ではあるのだが，そうと

も言い切れないものがあるような気がする。

最近，台風水害などで災害が発生すると，天災

か人災かが問題とされることが多くなった。我々

の環境には相当の人工が加えられているので，天

災・人災の区別がつきにくくなっているのではな

かろうか。

地形の上に育つ植生は，生態学でいう遷移の法

則どおり変化していく。わが国は気温と雨量が適

当なため，100年単位で極相林に達するという。

京都の嵐山のサクラ，東山のアカマツなどは遷移

によって風景が常におびやかされている。

このごろ都市の風景などは年々ものすごく変わ

って，1年もみていないと，皆目方向さえわから

なくなってしまうほどである。都市や町がいかに

変わっても，自然風景は変わらないと思ってい

る。しかし，私たちの願いに反して，かなりの速

さで変化しているものである。

自然保謹と風景保護

自然保護というのは，開発から守るという発想

から生まれているものだから，自然に人工を加え

ないということである。自然に人工を加えないで

おくと，地形でも植生でも長い間に逐次変化して

いくことは上述したとおりである。ここでいう自

然保護とは，自然の成り行きにまかせ，一切人の

手を入れないことと解したい。これに対して風景

保護というのは，風景が変化し，よい眺めでなく

なっていこうとするなら，それを人工を加えて阻

止しようとするものである。風景の変化が，開発

や過剰利用などのように人の働きが原因になって

いる場合は，人の行動，開発をコントロールして

風景を保談する。また，自然そのものの変化によ

って風景が変わっていく場合は，人工を加えてよ

い風景を長く維持していこうとするものである。

自然保護と風景保謹はともに人間による破壊から

守るという点からは似ているが，人間が関与して

いない場合は互に逆になることがある。



例えば，雲仙国立公園に広大なツツジ群落があ

って’昭和9年に国立公園に指定される時，有力

な理由になったといわれている。この群落は現在

ではほとんど消滅して，ススキの原としてテレビ

で放映されるように変化してしまった。かつて，

ツツジ群落は馬を放牧することによって長い間維

持されてきた。この馬は野生のものでなくて，人

の意志で放牧されていたのであるから，広い意味

の人工でツツジ群落という風景を保謹していたも

のであった。昭和7年発刊の『雲仙岳大観』をみ

ると，当時のツツジ群落は道路ぞいを除いても，

約800haもあったし，絹笠山山麓や白雲ノ池のあ

たりには，緬羊が放牧されて，スイスあたりの風

景を偲ばせたと記録されている。それから50年

たった現在では，アカマッ林や雑木でおおわれ

て，かつての風景は夢のように消えているのであ

る。放牧という風景保護があって，この風景が維

持されていたもので，逐次，放牧を中止し，昭和

35年に全廃した後は，「雲仙を美しくする会」に

よって草刈りをして，かろうじてツツジ群落（小

面職）を保護しているという。

ツツジ群落というのは，本来は，自然そのもの

であるはずである。ツツジ群落を他の植生に遷移

させない原因が，自然のなかに存在していたと思

う。おそらく，火山現象が終わったある時期に，

草がはえ出し，硫気のまだ消えていない土壌にツ

ツジ群落ができて，その悪い土壊のためにツツジ

群落は維持されていたのであろう。そのまま長年

月がたつと，土壌は改良されて他の樹種が侵入し

て低木林から高木林へと移ったであろう。いつの

ころからか，放牧されたため遷移は進まないでツ

ツジ群落は保護されてきたものであった。したが

って，雲仙のツツジ群落を保護してきたものは，

土壊条件一→放牧一→人の草刈りである。

自然保護でツッジ群落が維持できるのは，土壌

条件が風景の保護要因になっている時代であっ

て，土壌がよくなった段階から，自然保護してい

ると，他の植生へ遷移して，ツツジ群落という風

景は破壊されていく。

美しケ原や霧ケ峰の草原，各地のアカマツ林や
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シラカバ林も遷移の途中相であるので，自然保護

していると，その風景は破壊されて，平凡な自然

に返ってしまう。その土地の気象や土壌条件によ

って速度はさまざまであろうが,雲仙のように50

年もたてば完全にその面影すらなくなってしまう

のも多いようである。よい風景を長く保護するた

めには,従来保護されてきた自然条件,人為的条件

(放牧も含む)を究明しておかなければならない。

広大な風景保護は莫大なエネルギーがいるもの

である。したがって風景保護が産業と結びつくこ

とが望ましい。ツツジ群落や草原は放牧と，雑木

林やススキの原の維持は，農業（有機農業）とむ

すびついてきた。風景と生産が遊離すると，その

風景は消滅し，新しい産業（林業も含む）から新

しい風景が生まれるというのが歴史の必然である

が，放牧や有機農業が経済的にむずかしい場合に

は，補助してその産業を継続していくこともでき

る。その風景を享受する市民が風景保謹のために

その一・部を負担するもので，公共団体が代表して

支出することになると思われる。

なお，風景保護は何らかの人為を加えるのだか

ら，自然の風景は多少とも変貌することは避けら

れない。雲仙のツツジ群落が草刈りによって維持

されるようになって，弱々しくなって自然らしさ

を失ってしまった。これは過保謹の症状を呈して

きたもので，風景保護の限界をこえているのかも

しれない。自然らしさを失わない程皮というの

が，風景保護の限度であって，そのために風景保

護の技術を開発しなければならないと思う。

自然保謹は人為を加えないで自然の成り行きに

まかすといった。これは自然そのものを尊重しよ

うとするものであるが，さきに天災と人災の区別

がつきにくくなったと言ったように，自然に直接

人為を加えなくても，他のところでの開発がその

自然に影響している場合がある。都市内あるいは

都市周辺の自然はすべてそうだといえるかもしれ

ない。そうすれば，絶対的な自然保謹は不可能に

なったということであって，自然教育園内のシュ

ロや春日原生林のナギの繁殖および伐採もこの観

点から理解することができる。
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東京の目黒にある自然教育園内のシュロが繁殖

していることは私も気づいていたことだが，これ

を伐採するかどうか専門家の間で議論され，結局

伐採する区域と存置する区域をつくったというこ

とである。伐採するという考えは，この地方の自

然林のイメージが先きにあって，その状態を維持

したいということで風景保護の立場である。一

方，シュロがふえていくのは自然現象であるの

で，むやみに伐採という人為を加えず，自然の成

り行きに任すというのは自然保護の立場である｡

自然教育園は天然記念物に指定されているもの

で，自然保謹の立場で管理されるものと思われる

のだが，このように風景保護の立場もあることが

わかる。ここは以前大名の庭園であったのだか

ら，庭園管理は風景保護であって庭園の美しさを

保護してきたものであった。現在は自然教育園と

して自然のままの状態を保持しようとしているの

だから，風景保誠の立場は不要なはずのものであ

る。

どうして風景保謹の立場で伐採したのだろう

か。最近になって異常と思われるほどシュロが繁

殖している原因は単なる自然現象と思われないと

いうことだと思う。考えられる一つに気温の上昇

があるが，これも自然現象というよりも排気ガス

等による空気の汚染や都市の熱エネルギーが原因

とすれば，明らかに人工的なものである。自然教

育園をかすめて高速道路が通過しているし，地下

水が低下しているのも原因になっているかもしれ

ない。これらの要因の複合かもしれない。すなわ

ちシュロの繁殖を促している原因が人為的なもの

とすれば，風景保謹の立場をとって，シュロを伐

P

採し従来の風景（自然状態）を保謹しようとする

のも妥当なような気がする（シュロ繁殖の原因を

究明してその原因をとり除くのでなくて，原因は

そのままにして，その結果のシュロの繁殖をへら

すということは，真の解決にならない)。

ここで絶対的自然保謹の立場を貫こうとしてそ

のまま放置すると，関東地方にかつてあった林相

が永久に破壊されるというおそれが感じられる。

このように都市内や都市近郊では絶対的自然保

誰は不可能になっていて，我々が直接手を加えな

くても，人間がつくった環境によって好むと好ま

ざるとにかかわらず，自然は変化しているのであ

る。人災と天災の区別がつきにくくなっているよ

うに，自然保護と風景保護も，はっきり分つこと

が困難になりつつあるように見える。

最後にここでいう自然保護は，人が全く手を加

えないで，自然の成り行きにまかす，と解釈して

述べてきた。自然保護をこのようにとらえて風景

保謹と対置すると風景保護が理解しやすいからで

ある。しかし現在生態学では，自然保謹をそのよ

うな絶対保護の考えではなくて，保全の意味にと

らえて，「自然のよい状態を維持し，自然資源が枯

渇しないようにそれを上手に賢明に利用するこ

と」と定義しているそうである。自然保謹をその

ように理解するなら，私のいう風景保誰も自然保

謹の一部だと考えてもらってもかまわない。ただ

風景を考えるとき，自然保護ということばをせま

く限定し，別に風景保護の概念を設定するほうが

よりよく理解できるし，対策を考えるにも好都合

であると思う。

（たなかまさひろ・東京農業大学短期大学教授）

待望の復刻版刊行．／
●不朽の名著⑧

農商務省山林局㈱木材ノエ藝的利用明治45年版

B5判極上皮クロス製本本文1300頁外函入定価20,000円（送料実費）

発行所財団法人林業科学技術振興所溺0203蕊蝋《瓜区六番町ア
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’ 岸根卓郎 ’

日本林政あすへの云塞沢

|‘

11

1．日本林業再生への道

私は日本林業再生への道を2つの立場から考えてい

る。第1は林業自体の立場からであり，第2は社会シス

テムの立場からである。

（1）林業自体の立場から

周知のように，戦後，わが国は国際競争力の強い工業

を背景に工業製品を大量に輸出し，その謝尋で国際競争

力の弱い1次産業の生産物（食料や木材）を大量に輸入

することによって国家としての存続を可能としてきた。

逆にいえば，わが国は国際分業の見地から，1次産業の

犠牲において工業立国(それゆえ，貿易立国)を指|句し，

国家としての存続を図ってきたということである。その

ため，わが国の林業は，安い外材の大量輸入によって，

もはや産業としての自己の「存在証明」すら困難な状態

となってきた。つまり，現状は，まさに「工業栄えて，

林業亡ぶ」の状況にあるといって過言でない。ちなみ

に，林業生産所得の総国民生産所得に占める樅成比率は

年々低下し続け，現状ではわずか0.3影にすぎない。す

なわち,わが国林業は総国土面積の実に70%もの雄産甚

雄を占めながらも．．…･･

わが国林業がこのような危機を克服し，産業としての

地位を回復して自己の存在証明を可能にするには，国際

分業に立脚した工業立国への道を放棄し，国内産業の不

均衡椛造を是正してバランスのとれた「産業システム」

を開発する以外に道はない。ということは，従来のよう

に，林業対工業の「対立関係」において林業の再生を図

るのではなく（たとえば，林業対工業の所得絡差の解消

政策のごとき)，林業と工業との｢協調関係」において林

業の再生を図るように発想の大転換を必要とするという

ことである。つまり，私見では，日本林政の未来選択

は，わが国の優れた工業技術の林業への技術移転によっ

’

て，全く新しい「林・工一体産業システム」を開発する

ことにある。

とすれば，このような新しい「林・工一体産業システ

ム」にあっては，最新の工業技術の林業への移転を前提

に，最も合理的で効率のよい林業システムを設計するこ

とになる。私は，その具体的なシステムとして，ここに

雁休業生産基地」と「林業流通基地」を提唱する。これ

らの基地にあっては，基地内“域内）の全生産要素

の，個人による非合理的，非効率的な利用を完全に排除

し，規模（協業による）と効率（分業による）の最大を

追求するための「社会的協業・分業システム」が設計さ

れることになるﾕ)。

（2）社会システムの立場から

上記のように，戦後，わが国は国際分業に立脚した工

業立国（貿易立国）を指向し，工業重視・腱林業軽視の

政策を一貫して遂行してきた。そのため，わが国社会

は，商工業中心の「強い都市地域」と腿林業中心の「弱

い農山村地域」に完全に分離・対立させられ，そのよう

な社会的犠能分化を通じて大きな社会的歪みを生ずるこ

とになった。すなわち，弱い農山村地域の物的・人的資

源が強い都市地域へと大量に吸引され，股山村地域は森

林の破壊と人口の流出によって自然環境，生産環境，生

活環境ともに悪化し，一方，都市地域もまた集荷した資

源の加工利用のための工場化と人口の集中によって自然

環境，生活環境ともに悪化し，いずれの地域も人間の定

住の困難な歪んだ社会となってきた。

ゆえに，わが国社会がこのような危機を克服し，バラ

ンスのとれた健全な社会として再生するには，従来の国

際分業に立脚した工業偏重政策を放棄し，新たに農山村

地域と都市地域の洲和ある発展を図ることによって，自

然環境，生産環境，生活環境の全環境を保全しうるよう

な「林・工一体社会システム」を開発する以外に道はな
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図･1林振計画制度の法的位置

い。つまり，工業立国への指向によって生じた社会の機地」を提唱したい。ゆえに，これらの基地では，当然の

能分化による歪みを修復し，艇山村地域と都市地域の対ことながら基地内“域内）の全資源の個人による非合

立を除去するために，農山村地域で代表される自然系理的，非効率的な利用に起因する自然環境，生産環境，

（蘇林，河川，平野，…）と都市地域で代表される人工生活職境の破壊を防ぐために「社会的協業・分業システ

系（住宅,工場,病院,学校,交通網，・･)，およびそのム」が設計されることになる。

両者の地理的・時間的配置を決める空間の3者の調和あただし，ここに誤解されてはならないことは，林・工

る社会システムを開発し(それゆえ,私のいう「自然一の協調による「林・工一体システム」といった場合，従

空間一人間」システムの設計2)，全資源の時間的･地理来の工業による林業の収奪にも近い，「林業の工業化｣を

的な最適配置と最適利用によって全環境の保全と資源の妄想してはならないということである。すなわち，林業

利用を図る以外に道はない。つまり，わが国林業は，そは土地の自然的属性である地力，地形，地利などを利用

のような「林・工一体社会システム」の建設を通じて，する土地生産業であるから，そこにはおのずと，林地の

初めて社会システムの樵成要素としての自己の「存在証股適利用のための一定の生産職式（林相,林種,樹種など

明」を可能にし，かつ自らをも再生することができる。の最適な組合わせ）があるはずであり，それに後述する

私見では，そのような新しい「林・工一体社会システ経済的条件（林地の所翻膠態,利用形態,経済立地など）

ム」として，ここでも「林業生産基地」と「林業流通基や社会的条件喋落構成，人口構成，地域の歴史，文化
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図･2林業生産基地モデル

など）が加わって，森林の経済性や公益性に地域差が生ることになる。ちなみに，原生林伐採で揺れる屋久島の

じ，そこに林業の馳域性」が形成されることになる「自然保謹か生計か」の問題はその象徴ともいえよう。

が，そのさい，その地域性を最適にするための工業技術私がここに指向する「林・工一体システム」とは，まさ

の移転による森林利用システムが，私がここにいう「林にその逆で，林業の有機的複合生産（林相，林種樹

・工一体システム」である。種，樹齢の多様な組合わせからなる複合生産）によって

さらに言えば,「林・工対立｣のもとにあって林業が工 森林のもつ経済性と公益性を最大限に発揮させるための

業との競争において成り立ってゆくためには，林業の企「林・工一体システム」である。つまり，林業の単純化

業的経営が余儀なくされるが，そのさい企業的経営へののための「林・工一体システム」ではなく、林業の多様

指向は経済の競争原理を通じて林産物の単一化を惹起化・複合化（それゆえ，生態系の保全）のなかで産業と

し，そこに天然林型林業（一般に，混交多層林としてのして成り立つ林業の実現のための「林・工一体システ

多品目複合生産型林業）から人工林型林業（一般に，単ム」であると理解されたい8)。

純一斉林としての単品単純生産型林業）への転換，した
2．社会システムとしての地域林業システムの設計

がって「自然循環型林業」から「非自然循環型林業」へ

の転換が進行することになり，それが自然破壊につなが 上記のように，琳業生産基地」および琳業流通基
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図･3林業流通基地モデルー在庫情報流通基地の股計一

地」は，「社会的協業・分業システム」としての｢社会シ実現可能なシステムを設計するには，当該システムに

ステム」であり，それは以下に述べる「システムの制約とっての蹴約条件」を明確にすることが先決問題であ

条件」に基づいて客観的に決定される全国の地域区分にる。私見では，そのような制約条件は地域林業システム

従って各地域ごとに設置される「地域林業システム」その場合，大きく分けて以下の4つのものからなる。

のものである。いま，そのような地域林業システムの設①自然的制約条件：気象,流域,森林の地理的分布，

計手順を最も簡単に述べれば以下の4つの段階からな高度，地力，地形，適地適木条件など。

る4》。 ②経済的制約条件：林地の所有形態，利用形態，経

（1）地域林業システムの目標設定済立地，地方の財政状態外材輸入事情，木材関連

いかなるシステムも目標なくしては設計できない。地産業の動向および住宅事情など。

域林業システムとても同様である。ゆえに，私は当該シ③社会的制約条件：集落構成，人口構成，過疎の状

ステムの目標を「林業による自然環境，生産環境，生活況，地域の歴史，文化，憤習など。

潔境の保全にある」とする。つまり，「林業による定住圏④法的制約条件：林業基本法，森林法，林業振興地

の碓保」をもって地域林業システムの目標とする。域整備計画制度（林振制度）の法的関係など。

（2）地域林業システムの制約条件設定以上の制約条件のうち，法的制約条件を除く他の制約



条件は，個々の地域においてそれぞれ異なる「地域特

性」そのものであるから，これらの地域特性を地域ごと

に総合して「地域総合指標」を求めれば，それを基準

に，科学的判断のもとに全国を「地域区分」することが

可能となる5)。ゆえに，以下の「地域林業システムの内

容設計」はそのようにして地域区分された各地域につい

て最適となるように実行されることになる。

（3）地域林業システムの内容設計

「システムの内容設計」は大きく分けて以下の3つの

手順からなる。

①機能構成：森林をも含む自然系と人工系および空

間の3者の機能を最適に調和させ，自然環境，生産

環境，生活環境を確保（それゆえ，定住圏を確保）

するための諸機能の椛成（システム化）をいう。ゆ

えに，「機能椛成」はシステムの内容設計における

「理論設計」といえる。

②要素構成：自然系と人工系と空間を要素として，

上記の機能職成を具体化するための要素間の相互依

存関係の設計をいう。ゆえに,「要素構成｣によって

具体的なシステムの内容が設計されることになる。

③位置構成：上記の要素構成に基づいて，自然系と

人工系と空間の3者の配置を実際に指定するための

設計（いわゆる「線引き｣）をいう。ゆえに，「位置

構成」によってシステムの内容設計が完結する。

以上のような手順に従って，社会的協業・分業システ

ム」としての「地域林業システム」を実際に設計したの

が図．1，図｡2，図･3に示す「システム・モデル」であ

る。このうち，図･1の「林振計画制度の法的位置」は，

現行の林政2法（林業基本法，森林法）に対する林振

制度の法的位置と，その下での馳域林業生産基地」

（図・2）と「地域林業流通基地」（図・3)の果たすべき役

割（機能）を私見として問うものである。

（4）地域林業システムの最適化

「システムの最適化」とは，システム・モジュールな

いしはサブ・システムが統一されるべき目標に適合し，

全体として最も効率のよいシステムになるようにするこ

とをいう。そのためには，数学モデルによるシミュレー

ション（社会実験）を採るのが適当である。私見では，

そのような地域林業システムの「最適化シミュレーショ

ン」の方法としては「計鐙モデル分析による最適化シミ

ュレーション｣6)と「地域間産業連関分析による最適化

シミュレーション」が適当であると考えている。
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3．日本林政あすへの選択一林業生産基地と

林業流通基地の建設

以上のようにして［日本林業再生への道｣，それゆえ

「日本林政あすへの選択」は，地域特性を考慮して地域

区分された全国各地域に，上記の「林業生産基地」およ

び「林業流通基地」を建設することにある。図･2およ

び図･3はそのような基地の「雑木モデル」を私見とし

て提示したものである。

もっとも，このような林業愁地椛想は，かねて私の提

唱する食料の基地構想のいわば「林政版」である。本稿

では紙数の関係上，林業基地についての同図によるこれ

以上の説明は省略せざるをえないが，基地設計の理論上

の詳細は，前掲の拙著『食料計画と社会システムの設

計』（東洋経済新報社昭和53年)，および近く国土庁

刊行の『国づくりへの提言』（東洋経済新報社）に所収

の拙稿を参照されたい。とくに，拙著においては，地域

基地の型の決定方法やその全国配置計画，情報処理の方

法や技術移転の在り方，基地建設へのニーズとアンチ・

ニーズのリファインの方法やシステム目標の設定の方

法，埜地建設のメリットとデメリット，等々について詳

細に論じており，しかもそれらは埜本的にはほとんどそ

のまま林業基地の設計に適用可能なので参考にされるこ

とを特に希望したい。

なお，本稿の一部は第93回日本林学会大会・林政部

門において発表した。

（きしねたぐろう・京都大学農学部教授）

注1）岸根卓郎著『森林政策学』(捷賢堂，昭和50年),pp.233

-238を参照されよ。そこではシステム理論に基づく「社

会的協業・分業」の概念規定を明確にしている。

2）岸根卓郎著睡料産業システムの設喬u(東洋経済新報
社，昭和47年)pp.101-106を参照。
岸根卓郎著『食料計画と社会システムの設計』（東洋経済

新報社，昭和53年)pp.140-145を参照。

岸根卓郎著『森林政策学』pp,378-384を参照。
3）前掲番『森林政策学』pp.416-418を参照。

4）前掲響『食料計画と社会システムの設計』pp･111-152

を参照。

5）前掲書『森林政策学』pp.416-418を参照。

6）勅掲播『森林政策学』pp.455-477を参照。
岸根稿「森林利用の最適計画論」第89回日本林学会大

会発蕊論文集（昭和53年)pp､53-54を参照。
岸根秘「森林資源の最適利用計画論とその社会実験」

第90回日本林学会大会発表論文集（昭和54年)pp.31

-32を参照。

岸根稿「モデル分析による森林利用の最適計画」第91

回日本林学会大会発表論文染（昭和53年)pp.55-56
を参照。
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’’ 荒井秀夫

木材産業の再編整備について

’

1．木材産業を取り巻く情勢と木材産業の再編整備の方木材産業がこの不況を克服して，今後ともその役割を

向職極的に果たしていくためには，木材産業をめぐる環境

わが国の木材産業は，昭和30年代中期以降の経済のの構造変化に適切に対応し，また，国内の森林資源が整

高度成長期において，増大する木材需要に対応して，国備されつつある情況を踏まえて(図・1),産業構造の再編

内の森林資源の活用と併せて外材輸入の拡大を図りつつ整備を緊急に進めていくことが必要である。

木材供給を行い，わが国の経済発展，国民生活の向上はすなわち，木材需給の動向に適切に対応しうる産業樵

もとより，国内森林資源の整側，腿山村を含めた地域経造にするため木材需給の動向，木材産業の立地条件等地

済社会の振興に寄与してきているところである。域の実態に即し，地域の林業および木材関連産業とも有

しかしながら，近年の経済基調の変化に伴い，わが国機的な連撫を図りつつ，地域における木材産業が－．体と

の木材産業を取り巻く情勢は，著しく厳しくなってきなって，

た。すなわち，表･1に見られるように， ①木材の特性を生かした製品および利用方法の開

．①経済の安定成長時代に入り，新設住宅着工戸数の発，木材需要者との連挑の強化に努めるとともに，一般

減少等により，木材需要が低迷してきている（特に55年消費者の意向の的確な把握と併せて需要の掘り起こしの

以降の新設住宅着工戸数の著しい不振等から木材需要ための働きかけを強化し，木材需要の拡大。

は，大きく減退し，当分の間この状況が続くものと見込②競争力の確保と木材需要の変動に弾力的に対応し

まれている)。うる産業構造とするため，過剰な生産設備の廃棄による

②木材供給の大宗を占める外材については，産地国生産能力の適正化と生産方式の合理化による付加価値の

における森林資源状況が変化するとともに，木材加工業向上，生産コストの引下げ等（昭和54年末の生産能力

の保謹育成等工業化政策，雇用機会の増大，輸出所得ののおおむね2割を廃棄目標とする)。

向上等を図る観点から，丸太輸出を規制し，製品輸出を③木材供給事情の変化に対応して，外材から国産材

拡大する政策が強化されてきたことから，丸太輸入が不への原料の転換を促進するため，素材生産，流通の効率

安定化するとともに，製品輸入獄が増大傾向にある。化を通じ，地域的なまとまりをもって安定的な供給体制

③①の木材需要および②の外材輸入事情等木材産業の整備。

をめぐる環境の急激な構造変化の結果,木材産業は,倒産④木材需給および価絡安定のための木材輸入櫛捌の

の多発など深刻な不況に見舞われているところである。整愉。

表･1近年の木材癬給動向

工ゞ戸蕊|蝿晶塗唾｜含…‘
新設住宅

年

48191万戸4,5"万m315億1,610万m3

541493,95914億4,938

551273,69213億4,394

561153,25611"8,811

|鰯撫溺|”産件織木材供給に占める
国産材の割合

影２
２
８
０

２
２
２
３

395件

767

967

1，046

36％

31

32

34 ’
注）57年9月の木材需給対策中央協艤会においては，57年の新股住宅着工戸数を113万戸と見込んでいる
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図･1人工林齢級別面積の推移

注1）昭和45年は1970年世界鯉林業センサスによる(X齢級以上は54万haである）

注2）昭和51年，56年は林野庁計画課調べ

を進めていく必要がある。こうした認識に立って，農林②木材需給の見通し

水産省(林野庁)は，57年度から木材産業再編整備緊急③木材産業の課題および再編整備の方向

対策事業を実施することになった。④製材業および合板製造業における過剰な生産設伽

2．木材産業再編整備緊急対策事業についての廃棄および生産方式の合理化に関する計画

木材産業の再編整備を進めるため，艇林水産大臣が定⑤製材業および合板製造業における生産能力の増大

める木材産業再編整備緊急対策基本方針(以下唾本方を抑制するための都道府県知事のとるべき措置

針」という）に即し，都道府県知事が地域の木材産業等⑥緊急計画の達成のための施策の活用に関する事項

の実態を踏まえて木材産業再編整備緊急計画（以下「緊⑦その他必要な事項

急計画」という）を策定する。について定めることにしている。

この緊急計画達成のための一つの手段として，製材業特に⑤の生産能力の増大を抑制するためには，都道府

および合板製造業の事業者および組合が木材産業再編整県力沐材産業再編整術推進協議会等を活用して，抑制に

傭緊急対策実施計画（以下「実施計画」という）を作成対する理解を得て，木材業界の個々の自主規制の徹底を

し，実施計画に基づいて製材業および合板製造業におけ図るとともに，緊急計画の達成を妨げる生産能力の増大

る過剰な生産設伽の廃棄および生産方式の合理化を実施につながる設備の導入にかかわる助成措置が講じられな

するために必要な資金を金融機関から借り入れた場合にいように，厳しくチェックする必要がある。

利子助成金の交付を受けることができる木材産業再編整なお，現在までの緊急計画の策定状況は,表･2のとお

傭緊急対策事業を57年度から実施しているところでありである。

る（図・2)。（2）利子助成金の交付等について

（1）緊急計画についてァ．木材産業再編整備特別資金（以下「基金」という）

緊急計画は，57年度および58年度において，都道府の造成

県で策定し（57年度は40都道府県で策定)，いずれの年全国木材協同組合連合会（以下「全木協連」という）

度で策定する緊急計画も68年度末までを計画期間とすおよび日本合板工業組合連合会(以下「日合連」という）

る。緊急計画は地域の実態を踏まえて，に基金を造成し，利子助成の交付に必要な資金は，基金

①木材産業の現状の運用益および埜金の取り崩しをもって充てることとし



26

緊急計画実施協議
ji!鼻水方針策定 緊忽計、策定

回
川
唖

一

承 や刀
I麹

①実施計画の認定の申柵

(県木協または合板工業組合

経由，県木協または合板工業

u合の意見書添付）

②実施計画の認定

③再編整備資金の融資の

申込み（認定書写し添付）
④同資金の融資

⑤利子助成金の交付申諦
(認定書・実施計画・金銭消
班岱借契約書・利子受取済証

明写し添付）

⑥利子助成金の交付

（注）実施計画の認定側職

に当たって製材業者，
合板製造業者等は県，

民間金融機関と事前の

十分な下打合せを行う

必要がある

拠出金10億円

｜
一座 「歴珂』:一匹悪司製材業渦

L

一
神
一
再

韮金造成

(取り崩し

またI
１
１

唖

雑金造成フロー

計画認定・融資・利子助成
業務フロー

肥
図･2木材産業再編整術緊急対策事業の仕組

表･2地域における設備廃棄率の目標（57年度策定分）即して，過剰生産設備の廃棄または生産方式の合理化設

伽の設置を行った場合は，全木協連および日合連は，あ

らかじめ林野庁長官の承認を得て定めた木材産業再編整

備緊急対策事業利子助成金交付規程（以下「交付規程」

という）に基づきその検査の実施，利子助成金の交付を

行うこととしている。その概要は図・3のとおりである。

3．木材産業再編整備の今後につし､て

緊急計画の策定を終えた県にあっては，実施計画の認

定作業がはじまり，木材産業再編整備緊急対策事業が本

格的に進められつつある。本事業は，木材産業の再編整

備を進めていくためのけん引車の役割を果たすものであ

るが，本事業を円滑に進めるに当たっては，中小企業近

代化促進法に基づく構造改善事業，特定不況業種離職者

臨時措臘法（本事業の実施に関連し57年10月に一般製

材業も新たに業種指定された）に基づく雇用安定対策，

国産材産業振興資金の融資等を活用して，地域に即した

再編整備を進めていくことが必要とされる。木材産業の

再編整怖は，経済の高度成長期に肥大化した供給櫛造の

改善を図ることを旨としており，木材産業の撤退を意図

|製材業恰板製造業！｜製材 業
北海道

青
岩
宮
秋
山
補
茨
群
埼
東
新
篇
石
補
山
長
岐
附
愛

森
手
城
川
形
島

城
馬
玉
京
潟
山
川
井
梨
野
阜
岡
知

|’ 平均’ 21’23
注1）設備廃棄率は昭和54年末に対する数値である

するものではない。
注2）（）は昭和56年末に対する廃棄率である

ある人工林地帯では，昭和30年代に国産材の流通桃

ている。その概要は表・3のとおりである。造の変化に伴い，地元製材工場が国産材の原木確保が困

イ・利子助成金の交付難になったこと等により，北洋材，米材等外材挽工場に

利子助成の申請者が，知事の認定を受けた実施計画に転化し，この状況が今日まで続いている。このため，地
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表･3基金造成および利子助成の概要(57年度）

■
４
１
６
０
４
４
４
４
１
０
０
１
８
０
９
９
４
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図･3利子助成金の交付手続の基本的な流れ図

注）③の工事の完了検査は，交付規程に定める「過剰生産設備の廃棄および生産方式
合理化設備の設腫に関する検査基準」により行う

域の林業と加工部門との有機的な結びつきが弱まり，こについて具体的に協議されている。この動きが具体化さ

の不況下にあって，地域の林業・木材産業が厳しい条件れ，地域における木材産業の再編整備が進められるか否

下に置かれていることから，地域の林業，木材産業の振かは，地域の木材産業はもとより，地域林業の浮沈にも

典を図るべく，関係行政機関，地域の業界が一体となっかかわるものである。

て新たな方向を見いだすべく検討を進めているが，その 今日ほど，木材産業に携わる者が，個性とバイタリテ

中で， ィを発揮しつつ，個々の創意工夫と相互の協調と連携を

①使用原木の径級，樹種別に加工を進めていくため図ることが必要とされている時はないといえる。また，

の効率的生産方式とそのために製材業者の行うべきこ 地域の業界にあっても，組織化と体制の強化を図り，地

と。域林業関係者等の林業の期待に答えることも重要であ

②都市の大工・工務店との連携を強化し，国産材製り，本事業がその契職となることが期待されている。

材品の供給先の確保を図ること。（あらいひでお・林野庁林産課）
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それを確認したくて旅に出た。

桧原湖畔の民宿で一泊した翌日，私たちは五色

沼にむかった。溶岩と湖沼の荒涼とした原野を想

像していたが，裏磐梯高原は，緑の樹林の中にシ

ョウシャな山荘やペンションが点在し，道路上で

はカラフルな服装の若者たちがサイクリングに興

じていた。ちょっとした軽井沢だった。

桧原湖の南端から五色沼入口まで自然研究歩道

ができていた。どんな樹林と会えるだろうか。空

は青く，白い雲が浮かんでいた。柳沼（標高830

m)を左にみながら，森の中の木もれ日の道を歩

きはじめた。ノリウツギが白の，エゾアジサイが

明治21年7月15日，磐梯山は大規模なl臘火を

おこした。流れ出た泥流は桧原川，中津川，長瀬

川，大倉川などの河川をせきとめ，桧原・小野

川・秋元の三湖をはじめ，大小無数の湖沼をつく

った。その噴火から約100年たった。いま，その

湖沼のまわりや泥流上にどんな草木が生えている

のだろうか。どんな森林が形成されつつあるのだ

ろうか。裏磐梯には，なぜか神秘的な自然が残っ

ているように思えてならなかった。五色沼周辺で

は多数の小さな沼が連らなって美しい風景をみせ

ているという話もきいた。空想がこうじて，私の

頭のなかに，勝手な五色沼風景ができていった。
11



淡青紫の飾り花で林縁をいろどっていた。ミズナ

ラの幹にからみついて小さな白い花弁を散らして

いるのはツルアジサイであった。道端にでてくる

樹種を記録してみた｡リョウブ・イタヤカエデ・

コハウチワカエデ・ナナカマド・ヤマウルシ・ヒ

メヤシャブシ・カスミザクラ・コバノ|､ネリコ・

ハウチワカエデ・ミズキ・ハンノキ・ヒトツバカ

エデ・アズキナシ・シナノキ・ウリハダカエデ・

クロモジ……。東北の里山にごくふつうみられる

ものばかりだった。

二番目に現われた沼はあざやかな青色をしてい

た。青沼という名だった。沼の周辺は広葉樹の高

木が多く，いくらか原生林らしい雰囲気があっ

た。ノジコとキビタキがさかんに鳴いていた。三

番目に現われた沼は青藍色をしていた。るり沼と

いった。沼のまわりはアカマツの天然林だった。

アカマツ林のむこうに磐梯山の岩雌がちらりとみ

えた。道端にはアワブキ・ヤマハンノキ・ハリギ

リ・ダケカンバ・ヤマナラシ・アオハダ・コシア

ブラ・ハルニレ・オオカメノキなどがみられた。

なにかアシと驚くようなものを期待していたが，

案外平凡な樹木群だった。

大学生のグループがワイワイいいながら追い越

していく。先生に引卒された小学生の列が足早に

追い越していく。豊かな自然の中にありながら，

ただ急いで歩くだけでは，なんとももったいない

ではないか。そんな中で子供づれの外人夫婦が道

端で木の実を採っていた。いかにも自然をたのし

んでいるふうだった。女房は，なにやら日本語で

話していたが，ふりむいていった。

「これクワの実でしょう」「そうだよ」

「モアベリ？」外人が私の顔をみた。私はヤマグ

ワの学名がMbγ"s加刀血'cisであることを思い

出した。

「YeS,morberry」外人はにっこりした（クワは

正しくはnmlberryで，ひどいカンちがいであ

る)。あとから外人の家族づれの一団がやってき

た。女房は子供たちにモアベリよ'なんていって

いる。おっちょこちょいだなあ，お前は。子供た

29

ちはモアベリ，モアベリとIIII･びながら実を採って

いる。

私は，また樹種の記録をはじめる。サラサドウ

ダン・ホツツジ・ハナヒリノキなどが多く，この

あたり土地が荒れていることを示している。そこ

で赤い液果をつけた低木をみつけた。ウメモドキ

のような実が2コずつ着いている。上が小さく，

下が大きい。すぐキンギンポクとわかった。この

実は有毒である。外人の子供たちが食べないか，

と心配になった。ふと前方をみると，前述の外人

がその実をのぞきこんでいる。この実はダメ。私

は思わず日本語でいった。

「ポイズナス？」「Yes,poisonous」

彼女はうなずいて手をひっこめた。私は，しゃ

くるのがにがて，まして英会話は全くダメで，外

人が近づくと恐怖を感じるほうであるが，短い言

葉で意味を伝えることができて，ホッとした。

弁天沼・深泥沼・赤沼など小さな沼が次々に現

われ，それぞれ独特の色を呈していた。コースの

肢終は深い青色の昆沙門沼だった。このあたりに

は淡紅の実をいっぱいつけた別の潅木が人目をひ

いていた。ドクウツギだった。五色沼自然研究路

は毒樹コースだった。こんな有毒植物は除去する

か，有毒というラベルを付けておくべきではない

だろうか，と思った。

帰途,笂色沼入口にある自然教室に寄った。「ド

クウツギ・アキグミ・キンギンポクは，草原や林

のへりや荒地など磐梯高原でごくふつうにみられ

る植物です。このうちドクウツギ・アキグミはヤ

マハンノキ・ヒミヤシャブシとともに根に根粒菌

をつけ，ここから必要な養分をとりながら生長し

ます。火山荒原のパイオニア植物の仲間で，やせ

た土地を謎分の豊かな土地にかえる役目をしてい

ます」という説明を読んだ。そうだったのか。私

が裏磐梯で会うことを期待していた木は，このド

クウツギとキンギンポクだったのだ。しかし，こ

んな説明を書かれると，私の毒樹撲滅論はどうな

るんだ。案の定，女房はいった「ドクウツギって

大切な木なのね」と。 ’
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神田リエ
伝説と童話の森

8.森の王者

(山形大学農学部）

狼”
“

森や山を自由に駆けめぐる獣たち－その王者

ともいえる"狼"･

狼は実在する動物として，多くの伝説や童話に

登場してきた｡その多くは，たいてい悪役で,最後

には無残に殺されて，めでたしとなってしまう。

哀れな脇役としての存在なのだ。どう猛で，ずる

くて，人間に害をもたらして……こう響き並べる

と，少しも主人公になるべき要素などもちあわせ

ていないようだ。でもそれは，狼について何も知

らない私の偏見に満ちた思い過ごしであった。

ずっと昔，狼は人を襲うものではなかった。わ

が国では「大口の真神」として，人々に信仰され

ていた。狼は，山や畑を荒す鳥や獣を追い払う守

謹神であったからだ。このため狼を祀る思想が広

まり，秩父の三峰神社をはじめとして，狼を祀っ

た神社は全国的に見られる。

『狼一その生態と歴史』（平岩米吉著，動物

文学会）によると，狼のよい面があらわれると狼

を祀る神社ができる，狼の悪い面が目立つと狼と

いう名のつく地名になって残る，という。そして

狼が祀られている神社は，関東から中部にかけて

多く，地名となって残っているのは，東北，主に

奥羽地方に多いという。東北地方は開発が遅れて

いたので，それだけ狼も棲みよかったのであろう

といわれている。

神の使いとして崇拝されていた狼も，やがてそ

の神格を喪失する時代を迎える。それは，狼の主

食である鹿，猪，兎などが，山野が開拓され，銃

器が発達したことによって激減，漉物を失った狼

は，人間を襲うようになったのである。その他に

も狂犬病が流行したことによって，狼は危険な猛

獣として恐れられていくようになった。

もう恐怖の対象でしかなくなった狼は，人間との

凄絶な闘いをくり広げながら，しだいに滅びゆく

運命をたどっていった。日本では，1905年に，奈

良で猟師に殺された狼が最後となった。西ヨーロ

ッパでも今ではイタリア，スペインなど，わずか

に生存しているにすぎない。

このようにして狼はどんどん追いつめられ，安

住の地を奪われてしまった。かつての森の王者，

狼は，今ではすっかり影をひそめてしまった。狼

の物語の多くは，伝説の出来事になったのであ

る。

狼にまつわる伝承を見た場合，ヨーロッパと日

本では少し異なるように思える。ヨーロッパの話

に登場する狼は，ずるくて，動物や人間を食べて

殺してしまうことが多い。日本の場合も同じ要素
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『狼一その生態と歴史』（平岩米吉著動物文学会）



｢赤ずきん」の狼
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＜狼報恩＞山道で，喉に骨･がささり苦しんで

いる狼を見つけ，腕を差し込んでその骨をぬいて

やる。するとお礼として猪や兎を持ってくる。

＜狼のまゆげ＞貧乏人が食べるものもなくな

って，もう死ぬしかないと奥山に入る。そして狼

に自分を食ってくれと頼む。ところが狼は，自分

のまゆげを貧乏人に渡す。このまゆげには呪力が

あり，真人間を発見して貧乏人は幸せになる。

＜送り狼＞人間のあとをどこまでもついてき

て，もし転んだりすると，すかさず襲いかかって

くるという。狼が人のあとをつけてくるというの

は，狼の習性で，好奇心のあらわれといわれる。

また，自分の領域内に入ってきた者を監視し，領

域外に出るまであとをつけるのだともいわれてい

る。そして，もし狼につけられた人が自分の家に

着いたら，きちんとお礼を言うと，狼もわかって

黙って帰るそうである。

＜お月さんは十三・七つ＞広島に伝わる昔話
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のひとつである。ある淋しい山家に母親と，十

三・七つの兄弟が住んでいた。ある日，汕を買い

にいった母親が狼に食い殺される。母親に化けた

狼は兄弟をも食べようとして二人を追いかける。

二人は木に登る。すると天道から一本の細引がお

りてきて，二人は天道へ登っていきお月さんにな

る。これに以た西洋の童話といえば，＜狼と七匹

の子山羊＞かもしれない。お母さんになりすまし

た狼が子山羊たちをだまし，呑み込んでしまうの

である。

狼が動物なり人間を食べてしまう話は，＜赤ず

きん＞も同様である。ところが同じく赤ずきん＞

の童話でも，グリムとペローでは狼の扱われ方が

違う。グリムのく赤ずきん＞では，狼に食べられ

たおばあさんと赤ずきんは，猟師に助けられる。

狼は，さっきの子山羊のように，おばあさんと赤

ずきんをがぶりと丸ごと呑み込むのである。だか

ら二人とも，狼の胃袋の中で生きているのだ。猟

師は二人ともまだ生きているかもしれないと思

い，狼を鉄砲で撃つことをせず，はさみでお腹を

ジョキジョキ切り開くのである。そして無事二人

は助け出され，狼は殺されてしまう。ところがペ

ローのく赤ずきん＞では，おばあさんも赤ずきん

も狼に食べられっ放しである。丸ごと呑み込むの

ではなく，むしゃむしゃ食べられるからだ。食べ

られてしまったく赤ずきん＞は決して生き返りな

どしない。猟師も助けにこない。狼は満腹し，ゆ

うゆうと引き上げていったことだろう。

同じような語でも，日本とヨーロッパでは狼の

扱い方が違うし，作者によってもまた異なってい

る。民族性をはじめとする話の背景が重要な意味

を持っているのはもちろんのこと，とりわけ森林

のたたずまいが色濃く影を落としているのであ

る。

もう過去の存在となってしまいながら，今なお

脈々と語り継がれているその恐怖。狼はまさに伝

説と童話の森の王者というにふさわしいのであ

る。
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徳川封建社会が一応の安定を示し

ますと，江戸，大阪を中心に隆盛と

なった諸商業の内部に，自然と機能

分化が行われました。

一般的に，卸売りを業とする者一

問屋と，消費者に売渡すことを業と

する者一小売りに，分かれたのが常

道です。しかし商品の種類により，

また，地域により各々その内容に

は，特種な事情や現象があったこと

も事実でした。

延宝または寛文のころ（1663-16

75）材木業は問屋と仲買に分かれた

といわれます。これは後世に書かれ

た文脅中にある伝承による記述にも

とづくもの(注1)で，はっきりした

ことはわかりません。しかし明暦3

年（1657年）明暦大火後に出された

“御触書”にある“株仲間の禁止

令”などを見ますと，すでに，問屋，

小売りなど，ある程度の機能分化と

集団化して商権を擁謹する組織が，

自然発生的に出来上がっていたと考

えられます。特に“江戸の町人の草

分けは，三河，遠江から来た木綿商

人や材木，石材の業者であり，それ

についで近江，伊勢，京阪の商人で

あったことは，江戸の商業が周辺の

町や村の商業と結びつかず，遠隔地

商人の手で開かれたことを物語って

いる”（注2）という事実もありま

す。こうした性格の商人が，いわば

植民地の江戸で，なんらかの形で，

社会の安定とともに商権擁謹のため

に相語らって“仲間”を作ったこと

は，容易に想像出来ます。また，一

面，武士のみならず町人階級でも，

番頭，丁稚，などの制度を確立し，

すべて“奉公”という身分制社会の

精神を導入して商売の安泰を図るた

強，仲間組織が必要だったとも思わ

れます。さらにこれに拍車をかけた

のが，近江商人，伊勢商人らの名が

残るような郷党意識が，いろいろと

“仲間”の団結をうながしたのでは

ないでしょうか。“茶屋，後藤など

の御用商人を除く一般の商人のうち

材木業者がもっとも早く，うちわの

仲間をつくったようである”(注3)。

“これは材木仲買組合とか材木問屋

組合と限定したものでなく，両者を

含めての材木業者の仲間を指してい

るのである－江戸の築城と城下町

造成の進大な材木需要をみたすため

に，材木業者が率先して集められ，

それの一応の用務を果たしてのちの

安定需要期になって業者数が過多に

なり，仲間を結成する必要を身をも

って感取したからであろう”(注4）

こうして，まず幕府政治の安定と

ともに，材木商人の“仲間”が結成

され，寛文，または延宝のころ『御

府内備考』にもあるように“山方に

相働き候者は問屋に相成，御府内に

あって御屋敷出入が出来た者は仲買

となった”のでしょう。しかし聯府

がどういう形で，こうした仲間を公

認したのかはあまり明らかではあり

ません。ただ残された古文書が，紛

争の解決を幕府に求めたものが多

く，幕府はその都度，武士階級の特

権擁謹という大前提のもとに裁定を

行って来たことは間違いないと思い

ます。したがって江戸時代を通じ，

辮府の政策はこうした商人の仲間を

利用したり禁止したりと，その時々

の情勢による政策の変化が多かった

ようです。延宝以前はいわゆる“楽

座の方針”で既存業者の特権的行動

を極力おさえたようですが，その後

はむしろ問屋，仲買などの組合によ

る統制を許す方向に向かったようで

す。

幕府の公認の下に延宝以降は，問

屋と仲買，それぞれ別個の組合を組

織し規約を設けて，仲間の結束を図

ったと思われます。問屋は集荷した

木材を仲買に売渡すだけ，仲買は問

屋からのみ木材を買受けて消費者に

売渡すだけ－というのが基本的な

約定でした。しかしこの約束はなか

なか守られず，両者間にはしばしば

紛争が生じています。このことは，

江戸時代を通じ公事訴訟の文書とな

って残っておりますが，大局的に見

ますと，時々対立が起こったり，職

分の侵犯はあったものの，大体はそ

れぞれの職分を守って取引が行われ

ていたと見ることが出来ます。もっ

とも強権は幕府にあり，その根本的

態度がこの職能分化を守るというこ

とでしたから永続したものとも思わ

れます。

ただ，しだいに経済規模が拡大さ

れ，商業資本が蓄積されてゆくとと

もに，問屋が有位に立ち産地荷主，

仲買商をも一部金融面からその支配

~ドにおくという事態も起こってまい

りました。市場と生産地の取引を握

る“問屋”は有利でした。産地から

はほとんど委託販売の形で，問屋に

巷談「木場の今昔」

6．江戸木材市場
その3問屋と仲買
松本善治郎
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のが生産者と消費者を結びつけると組合として，規約や罰則を作り，団

いう意味での“仲買"から始まった，結したものと思われます。

②この“仲買”が江戸時代に2つに延宝元年に問屋，仲買が分離した

分かれて“仲買”の中から問屋が職ころその仲間は仲買が5カ所，問屋

能分化によって出て来た一という雁が三組と伝えられております。

史があるからだといわれております嘉永4年(1851年）株仲間再興に

（注5)。あたって奉行所に提出された史料に

“仲買”という言葉は現在でも使よりますと，問屋の組織は，深川木

われている呼称で，古い都内の材木場問屋，板材木熊野間屋（板材木問

屋さんは，むしろ“仲買”といわれ屋と熊野問屋の連合体)，川辺一番

ることに誇りをもっている方もいら組古問屋の三者があり，のちに材木

つしやいます。大阪で言う仲買一間三問屋と称する連合体となったよう

屋と消費者を結びつける小売り一とです(注6)。また，江戸仲買はその

いう意味や，魚屋さん八百屋さんの後江戸に移って仲買商を始めた者た

市場で使う“仲買”とは，その点大ちで7カ所組，9カ所組，2カ所組

分意味がちがうようです。などが結ばれました(注7)。

このように江戸の材木業者は，まこのころの木材流通経路を図示し

ず“仲間”を形成して，それぞれ得ますと，次のようになります。この

意な方向へ業蹟を伸ばし，問屋的，うち，産地問屋，消費地問屋の中心

あるいは小売的な商売を行っていたは同系あるいは同一企業体と見られ

のでしょう。それが幕府に公認されるものもあったようです。

る過程で，それぞれ問屋なり仲買の

江戸時代流通経路（明治30年ごろまではほぼこのままである）
一

森 素産消仲 ｜消

:蔦重i專旦韮

出荷され，販売方法は一切問屋に任

されるのが常道でした。問屋が産地

へ仕切るのは年に1，2回，問屋が

仲買に売渡すのは60～70日でした

から，その間資本の回転でもうける

ことも出来たようです。

商業資本の蓄蔵によって，問屋の

中には委託問屋から仕込間屋へ変わ

るものもありました。先物買などの

思惑や，既述のように大阪一江戸の

金，銀為替取引に乗るもうけ方，買

控え，売惜しみなどによる騰貴利益

などかなりの撫幾的要素をもった商

略による資本蓄積もあったでしょ

う。こんなことから問屋は仲買に対

して有位に立ち，市場の支配者とな

りました。

さらに問屋は政治権力と結びつ

き，問屋株の所有を許された者のみ

が営業出来る独占的な制度一組合の

結成によってその地位を強固にする

ことが出来ました。燕府は問屋組合

（仲間）に対して運上金を申付ける

とともに営業の独占権を与えたので

す。この制度は天保12年（1841

年)，老中,水野忠邦により，いわゆ

る「天保の改革」で，一度廃止され

ましたが，その結果，また，経済が

混乱しましたので嘉永4年（1851

年）に復活し，明治維新まで続いて

おります。

さて，ここで注意していただきた

いのは「仲買」という言葉です。

元来，材木仲買というのは“求め

に応じて山方へ行き，材木を入手し

て指定の場所に運送し需要者に引渡

して口銭をうける”ものでした。材

木仲買人と材木識は同義語で,平
安時代から宮殿，社寺，城郭等の用

材を調達した人々をそう呼んだので

す。そのころは職分の定めなどはあ

りませんでした。木材業の場合，

卸，小売といわないで,問屋,仲買

というのは－①木材商の発生そのも

仲
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波新書bP.108,109

(注4）前掲，「江戸，東京材木問屋正

史」P.538

(注5）「東京材木仲買史」より要約

(注6）前掲「江戸，東京材木問屋正

史」P､538

(注7）前掲「東京材木仲買史」P.26

(注1）「江戸，東京材木問屋正史」島

田錦蔵著，大日本山林会発行,P.

537。‘‘材木商の問屋と仲買の分離の

超源については，明治初年編集「東

京諸問屋沿革制による寛文年間脱

と「御府内側考」による延宝元年説

の二脱がある”

(注2，3）「江戸時代」北島正之箸，甥

|’
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ヒノキ．アカマツ混交林に関す

る研究（1）－物質生産と分解

速度について

林試．関西支場河原輝彦ほか

日本林学会誌64－9

1982年9月P.331～339

林冠の閉鎖したヒノキ純林では林

床の植生が消失する結果，地表の有

機物や土壌が雨水によって流亡し’

林地の悪化をもたらしやすい。こう

したヒノキ林の欠点を回避する一手

段として，ヒノキにアカマツを混交

することが考えられる。

そこで，ヒノキ造林地に天然に侵

入したアカマツによってできたヒノ

キ．アカマツ混交林とヒノキ純林に

おいて，物質生産量および分解速度

を比較検討した。

その結果，①落葉量は純林よりも

混交林のほうが多く，ヒノキとアカ

マツの樹高差が大きいほど多くなっ

ていた，②現存量および幹生長量

は，純林よりも混交林のほうが大き

い傾向が見られる,@Ao層有機物

量は，純林よりも混交林のほうが多

く蓄積されていた，④混交林でのヒ

ノキ落葉の分解には,はっきりした
効果は見られなかった。以上のこと

から，混交林のほうがヒノキ純林よ

りも表土の流亡をおさえる効果は大

きいと考えられる。

育林保育作業における林地肥培

の応用について

岐阜．寒冷地林試竹下純一郎

森林と肥培No.113

1982年9月p.1～7

林地肥培技術は，施肥による材積

増加という直接的な効果のほかに，

育林保育のための応用技術として

種々の施肥効果を取り入れることが

できるなど，森林の総合保育技術と

しての応用価値が認められる。以

下，育林保育技術の補完手段として

の肥培技術が解説されている。

まず，植栽木と雑草木類との生長

関係を推定し，植栽木が雑草木の影

響を受けなくなる時点を推定し，こ

の時点が施肥によって早まり’下刈

回数が省力できるかどうかを明らか

にし，ついで雪害対策として，施肥

によるスギ幼齢林の雪害回復あるい

は生長促進による雪害回避，スギハ

ダニ等の着生による幼齢林の生長減

退回復，枝打ち木に対する完満化促

進化，複層林内下個木の生長促進な

どの応用技術が詳しく述べられてい

る。以上のように，林地肥培は造林

保育の補完手段としても有効であ

り，育林技術体系の中に取り入れ，

有利な林業経営に役立てうるものと

考えられる。

スギ天然紋クローンの特性と研

究課題

林試・関西支場岩水豊

林木の育種No.125

1982年10月p.15～18

北山林業で生産されている丸太製

品のなかに天然綾丸太という高級床

柱がある。これは普通スギ林分のな

かから，きわめて少数の確率で発生

する突然変異個体を増殖育成したも

のであり，北山地方では，すでに大

正末期から栽培され，クローンの数

もおよそ50以上あると推定されて

いる。

以下，天然絞クローンとその発生

環境，天然綾の育成クローンにはど

のようなものがあるか，代表的育成

品種の特性，主な栽培品種と丸太の

商品価値，天然綾クローンの育成と

品種の選択，全国における造林の現

状，天然綾クローンの品種登録問

題，普及途上における研究課題等が

述べられている。

集成材体育館骨組の実大加力試

験

国立林試平嶋義彦

林業試験場場報No.217

1982年8月p.1～4

昨年，三井木材工業から新しい集

成材椛造の椛造耐力試験を依頼され

たが，この拙造は従来にない不静定

構造なのでこの椛造が関東大地震級

の地震や風速60m級の台風に耐え

られるかどうか，また構造計算の信

頼性はどうかなどを実験で確認する

ことを目的としている。また，フィ

ンガジョイントのラインで製造した

縦継ぎラミナを用いた集成材梁がど

の程度の強度性能を有しているかを

確かめることを目的としている。

以下，材料および構造の特徴，試

験方法，試験結果が述べられてい

る。

①供試集成材フレームの最大耐力

は設計荷重の9．1倍で，安全率が大

きい，②部材応力も十分な余裕をも

っている，③節点力などの力の計算



はほぼ妥当であるが，変形について

は実際との差は大きい，④フィンガ

ジョイントに関する製造方法，品質

管理，強度評価などについて総合的

な繊討が必要である。

原木計測の自動化(1)－外材

原木丸太の形状について

京大農杉原彦一ほか

木材工業No.427

1982年10月p.14～19

検量作業の自動化，すなわち丸太

の木口断面の幅や材長の自動計測を

めざし，丸太形状の基礎的データを

収集し,､整理し，それらのデータを

基にして，コンピューターにより自

動計測のシミュレーションを行い，

現行の検量方法を老臆しつつ適当な

計測方法を検討した。

その結果，①米材，ソ連材につい

ては，直径の平均径を測定するので

あれば，任意の1方向からの投影幅

の計測でよい，②南洋材の場合は平

均径の計測であっても，また米材や

ソ連材でも最小径を基にした挨量法

の場合は，互いに直交する2方向か

らの投影幅の計測か，あるいは断面

形状の情報を得ることができる計測

法によらねばならない，③自動計測

装置の最大計測能力を，直径ではソ

連材で50cm,米材で70cm,南洋

材で90cm,材長ではソ連材で8m,

米材で14m,南洋材で17mとすれ

ば,それぞれの材種の99％の本数を

カバーすることができる。

屋久杉論一自然保護と自然保

全的施業について

九大農井上由扶

山林No.1180

1982年9月p.10～17

屋久島の自然保謹問題とくに樹齢

千年を超すメイポクヤクスギの伐採

について国有林への批判は，近年と

みにきびしくなってきた。以下，こ

うした批判をふまえて，ヤクスギ天

然林の取り扱いを論じている。

島の自然条件，森林の開発，ヤク

スギ天然林の現状を述べたのち，本

論として天然林施業のあり方を論じ

ている。結論として，天然林のメイ

ボクヤクスギと優良コスギを禁伐と

して保残し，天然林の総成・平均蓄

職・平均林齢を変えることなく，自

然枯損量に相当する少量ずつの立木

を群状に分散伐採のうえ，その天然

更新に人工補整を加えて森林の保全

と充実を図る◎すなわち，自然力に

よる天然林の保謹に人力を加えて生

産をあげることを提唱している。

最近の治山緑化工技術の動向

国立林試岩川幹夫

グリーン．エージNo.105

1982年9月p.16～19

近年の新しい緑化工では，生長の

早い草本を主体とした植物の活用と

相まって，早期かつ面的な緑化形成

が得られることが特徴であるが，さ

らに婿悪な緑化困難地に対処できる

工法の開発や全般的に省力的，能率

的に施工できる工秘の多いことも特

徴である。しかし，こうした緑化工

も緑化衰退，省力的工法における木

本の成立の遅いこと，自然植生の侵

入が抑制されることなど問題が多

い。

以下，治山緑化分野における新し

い工程・施工技術の動向，その問題

点が述べられている。

自走式架線運搬機（トップキャ

リー）を使用して

滋賀．森林センター前田正治

機械化林業No.346

1982年9月p.42～49

本機は択伐材および間伐材の搬出

に適したものであり，林内に張りめ
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ぐらせて任意の場所から積込み，荷

卸しが可能である。他の搬出機械に

比して，比較的な高度な技術を必要

とせず架設，運転，補修，撤去が容

易である。

以下，機械の椛造，架設路線の選

び方，架設作業，搬出作業，留意事

項，間伐材搬出試験等が述べられて

いる。

民有林の施業計画策定に関する

研究(Ⅱ)－森林の法正状態に

関する考察

東大農南雲秀次郎

日本林学会誌64－9

1982年9月P.346～351

森林の法正状態をいかに規定すべ

きかという問題を考察している。こ

れまでの法正状態を規定する諸条件

を満たさない場合でも法正状態にあ

ると考えてよい森林が存在する。そ

こで，齢級配置からつくられる累積

分布を定義し，これに基づいて法正

状態か否かを判定する方法を考え

た。

○菅野武美：道産優良広葉樹

（銘木）の見方・考え方

林No.366

1982年9月p.40～45

○倉田益二郎：技術を知らぬ学

者たちの独断と勇み足一い

つまでも放っておいていいで

すか？

現代林業No.196

1982年10月p.66～69
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めぐる状況により，腿林業生産力の

弱体化のみならず将来にわたる健康

な国民生活の確保に支障を及ぼすこ

とが懸念されるので，今後，緑資源

のもつ生態系の解明を進めるととも

に緑資源の機能が高度に発揮される

ような農林業施策の展開を図る･

2．施策の展開方向

（1）適切な農林業活動の確保のた

めの基礎条件の整備：適切な農林業

活動を確保するための避礎条件とし

て，農林業に意欲をもって取り組む

担い手の育成と活力ある地域社会の

形成を図る。特に，過疎化の著しい

山村に配慮する。

（2）緑資源確保の計画的推進9森

林・林業に関する諸制度等の活用，

見直しにより，非農林業的土地利用

との調整を図りつつ腿用地や森林の

確保を図るとともに適正な森林施業

の確保を図る。

（3）緑資源確保のための社会資本

農材鵜｢80年代の農政の

基本方向」の推進について

く農政審議会報告＞
農政審議会(川野重任会長)は，8

月23日農林水産大臣に報告書「80

年代の農政の基本方向の推進につい

て」を提出した。報告書は8章より

椛成されているが，節7章に「緑黄

源の維持培養」がとりあげられてい

る。「緑資源の維持培養」について

の要旨は次のとおりである。

1．緑資源の機能と現状

（1）緑資源の機能と重要性：①わ

が国土の8割を超える森林などの緑

資源は,次の機能を有している。ア．

水資源のかん養，土壌流亡の防止な

どの自然環境の維持培養，国土資源

の保全，イ．緑につつまれた美しい

景観の提供，レクリエーションの場

の提供，ウ．傭操のかん漣。②緑資

源は，今後における地方定住志向の

強まりや緑の空間にやすらぎを求め

る国民の欲求の高まり等の面からも

いっそう重要な役割を果たすことと

なる。

（2）緑資源の現状：①緑資源に

は，次の問題が生じている。ア．近

年の市街地の拡大を背景に，緑資源

の蚕食が進み，その減少をみている

こと，イ．無秩序な開発により，土

砂崩壊危険地域の増加，農業用水の

汚濁等がもたらされていること，

ウ．林業活動の停滞，間伐の遅れな

どにより，緑資源の管理が粗放化し

ていること。②このような緑資源を

1劃5因堂一・尋解一…・宮垂ずp毛．雨も 江'一B…■国･■~口々■ 〆

画ら吟陛宰●式・～q■

依然として減少が続く

人工造林

人工造林面積は,45年度以降減少

を続け,55年度も前年度に比べ8％

減の16万4,000脇となった。なかで

も，その8割を占める拡大造林の落

ち込みが大きく，55年度は前年度に

比べ9％減少(再造林は4影の減少）

した（図参照)。

拡大造林の減少要因としては，そ

の対象地の減少に加えて，①立木価

絡に比べて造林事業蟹の伸びが大き

く，造林投資の採算性が低下してい

ること，②木材価格，特にチップ材

価格の低迷により前生樹の伐採が進

まないこと，③保育，間伐を要する

造林地が増えていること，④農家林

家の兼業化の進行，世帯員の減少等

により造林に投入できる家族労働力

が減少していること，⑤造林対象地

の分散・奥地化，入会林野等権利関

夕

窒嘩壷

人工造林面積の推移

万h1a

1．咽

（
人
工
造
林
而
積
〕

〔
人
工
林
面
柄
〕

的５

6

2025303540455055錘

L琿一g－ha会亀E輿巳一二丁＝＝ 峰nFむ毬“ 3や‘』･…琴今もqqc〆 一己 Z ＝廻 公｡、口二I



37

窒川IⅡⅡ1111ⅡⅢIⅡⅡⅡlIIIIII1HIⅡ111ⅡlⅡ111ⅡlⅡlⅡⅡI|ⅡⅡⅢⅡⅡ11ⅡⅢⅡⅡ1ⅡⅡ11ⅡⅡⅡ11Ⅱ111Ⅱ111Ⅱ11ⅡⅡM1ⅡIⅡⅡIⅡ1111ⅡIⅡⅡ1111Ⅱ11Ⅱ11ⅡⅡ111ⅢⅡIⅡⅡⅢⅡⅢⅡⅡ11ⅡⅡ哩
三 三
三一二一＝の充実：農林業生産基盤の整術や防

災対策を進めるとともに外部資金の

導入等を図りつつ森林資源の整備を

進める。

（4）緑資源の保全利用に関する技

術の開発：人間生活と生態系の親和

性の高い農林水産技術の確立を図

る。

（5）開かれた緑の空間の提供：国

民特に青少年に対し，開かれた緑の

空間の積極的提供に努める。また，

価値観の多様化に対応し，多くの人

が山村に住まい，作物や森林の管理

に参加していくことができるような

方策を誰ずる。

（6）緑資源を守る国民的運動の展

開：国民全体の財産である緑資源の

維持管理について，地域ぐるみで，

さらには国民全体の広がりにおい

て，緑資源の確保と良好な維持管理

を推進する運動の展開を図る･
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三 ．二
三 福井県勝山市下袋田子供会の朝の体操風景（子供会提供）薑
＝ ＝

冒村の鎮守の神さまのいこんで見あげる空には，生き生き言
二 言

言きょうはめでたいお祭日した緑の葉を畿かに茂らせた枝が，言
目 冒
言ドンドンヒャララドンヒャララ幾重にも重なり合っていた。体操の冒
言 三

三ドンドンヒャララドンヒャララあとの満ちたりたさわやかな心，こ皇
皀 ＝：

冒朝から聞こえる笛太鼓れもまた筆者の幼き日の「生活」の二
言 三

三秋の深まるころ，のぼりが立ち太ひとこまであった。三
三 ＝

昌鼓の響き笛の音の賑々しい祭があっこれらの樹々の多くは，戦争中の二
言 二
三た。下駄をつっかけ，ずらりと並ん「強制伐採」や駐車場，遊び場建設冒
冒 三

三だ屋台を物色しながら歩いたこと，のために伐られたが，そのため明る言
昌 冒
冒しっかり握りしめた手の中で汗ばんくなった広場では現在もなお町内の三
三 三
=だ10銭玉を意を決して使い，ふん子供会の運営による朝の体操が続い三
三 二
三わりした綿あめを買ったこと，くずている。幼き子供たちの集まりの場言
目 雪

冒した銅貨をポケットにしまい，夜が所として活用されているのである。昌
三 冒

冒更けるまではしゃぎ回ったこと，鎮鎮守の森はどうあるべきか。現在昌
巨 ｜=：

冒守の祭には幼い日の「生活」があっその在り方に多くの関心が寄せられE
＝ 三

言た。ている。古いころから，鎮守の社の三
三 旨

冒その鎮守の社は深い木立の中にあ周りに住む村民たちは，社の修復材冒
冒 舅

昌った。杉木立に混ざってカシやシイや再建用としてスギやケヤキを植林言
昌 I三

ヨの大木も茂っていた。夏休みが来てし，共同の会計で森に育て，また時冒
ヨ 三

冒樹々の葉陰から早朝のやわらかい日には社の前の広場に集まった。森づ冒
目 三

三がもれる広場では，小学生たちの朝くりも会合も，彼らの生活の一部で三
二 三

量の体操も行われた。目をこすりながあった。現在も続く子供会の朝の体冒

言ら三…集震った子供たちが,上鍵は,‘うした沿革をもっている｡皇
三級生の号令で快い汗を流した。ひん（筒井廸夫）三
＝ ＝

冒 やりした朝の大気を胸いつぱいに吸冒
三

冒

詞1ⅢⅡ11ⅡⅡ11Ⅱ111ⅡⅡlⅡⅡIⅡ11ⅡⅡiiiiiⅡⅡIⅡ1111ⅡⅢ11ⅢⅡⅡ111Ⅱ1111Ⅱ11ⅢⅡlⅡ川IIIlllⅡⅡⅢⅡ11川11Ⅱ1111Ⅱ11Ⅱ11Ⅲ11111Ⅱl川IⅡⅡⅡⅡIIIllIIIIlIⅡlⅡ11ⅡIⅡⅡ11ⅡⅡⅡIⅡ|肩

1－ロー・垂←註一五一五零.1

係の複雑な林地の相対的な増大な

ど，造林実施上の立地条件が悪化し

ていること，⑥しいたけ原木や優良

天然広葉樹の育成を目的とした天然

更新が増加していること，などが挙

げられる。

なお，拡大造林については，拡大

造林力洗行している東海，南近総，

四国等の拡大造林先発地域と東北，

北陸・中国等の拡大造林後発地域と

ではその進展に差がみられることか

ら，今後は地域の森林整備の状況を

考慮してその地域の特質に応じた造

林推進が必要となっている。

また，再造林についてみると，再

造林面積の推移は丸太生産の停滞傾

向とほぼ同様のすう勢をたどってお

り，再造林面積の拡大には丸太生産

の活発化が課題となっている。

’ 亡毎毎*I
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屋醐語硫

農林水産省林業試験場

土壌部監修

森林土壌研究会編

森林土壌の調

べ方とその性

質

“)林野弘済会

東京都文京区後楽1－7－12

林友ピル

（雷03-816-2471）

昭和57年5月30日

発行

A5判,328頁

定価2,900円（送料実費）

筒井廸夫編著

森林保全詳説

農林出版株式会社

東京都港区諏喬5－33－2

（霧03-431-0609）

昭和57年3月20日

発行

A5判,350頁

定価4,000円（〒300円）

『森林土壌の調べ方とその性質』

が林業試験場土壌部監修，林野弘済

会によって本年5月に刊行されまし

た。この前身となるものは，昭和

32年『林野土壌調査方法解説書』

および同文の『林野土壊のしらべ

方』であります。25年間も改版も

せずに通用させていましたことは，

関係者の怠慢であるといわれても致

し方がありません。遅きに失しまし

たが，前土壌部長河田弘氏の決心

と牽引力で新しく出版されましたこ

とは喜ばしい限りであります。とは

いえ，改訂版でありませんので，旧

書は消えていってしまったことに一

抹の淋しさをおぼえます。

旧書の目的は土壊調査事業の手引

書でありましたので，土域調査のし

かたが柱になっていますし，公的な

仕事の関係もあり編集過程でも統一

を強く意識していました。公的な仕

事が一応終束しました現在，編集方

驍林の取扱いを環境保全の視点

から考えようとする試みは，明治以

降の林政が取り組んだ中心的な問題

であった」という番出しで本書の叙

述は始まる。本書における森林保全

とは，つまりはそのようなものとし

て理解されているのである。とする

と，本書でいう森林保全とは，そも

そもどのようなことをいうかが，ま

ず知りたい事柄である。もちろん本

書は,この要求に応えてくれており，

森林保全の実質が何であるかについ

て傾聴に値する論述をしている。

それでは現在の森林保全政策は，

どのような体系になっているのであ

ろうか。これが本書の中心的部分を

なすわけであるが，それを自然災害

に対する森林保全の構造，社会的災

害に対する森林保全の椛造（社会的

災害という耳なれない用語につい

て，興味深い記述がなされている）

針も森林土壊の解説に転換したこと

も時代の流れであり，それだけに読

者対象を広く考えていると思われま

す。

本書を出版することになりました

もとは，何といっても，昭和50年

に林業試験場土壌部で発表しました

林野土壌の分類であると思います。

この分類を広く使っていただくため

にも今回の解説書の大きな意義があ

ります。とくに本書に土壌微生物，

土壌動物の部門が新しく加えられま

したことは，林業試験場の土壌部門

でこの方面の研究成果が集積してき

た結果であると思います。森林生態

系での物質，エネルギーの流れの研

究，あるいは公害研究をされる方々

には必要な内容です。また本書は森

林土壊についての初歩的な解説書す

なわち入門醤・教科書としても編集

されており，土壌生成と気候，地

形，植生等の環境因子とのかかわり

に分けて詳述しているが，このくだ

りを読むことによって，森林保全に

関する国の政紫の全体構造を体系的

かつ網羅的に知ることができる。し

かもひとつひとつの法制度が，森林

保全の観点から再構成されて詳述さ

れており，それ自体が事典的価値を

も持っているという点が本書の特質

のひとつである。

もうひとつ本書の特長として記し

ておかなければならないことがあ

る。本瞥で取り上げられた保全政策

は，森林計画，林地開発規制，保安

林，治山事業，治山関係災害復旧事

業，森林災害復旧事業，森林病害虫

防除事業等の林政固有の領域の政策

だけでなく，国土利用計画法，自然

環境保全法，自然公園法，都市緑地

保全法，首都圏近郊緑地保全法，鳥

獣保謹および狩猟に関する法律，古

都における歴史的風土の保存に関す



かた'および土壌が林木の成長に及

ぼす影響を重要視して論述されてい

ます。日本の林野土壌についての学

問の水準を示しているといえるでし

ょう。ややもすれば，教科書は外国

文献の紹介になりやすいものです

が，本書に記載されている事例は日

本の林野で長年調査研究されたデー

クーを集めていることが強みといえ

ます。しかし，欲をいえば，最近の

ような熱帯林業や熱帯土壌の調査の

多くなってきたことからすると，こ

の方面のことも触れてあればとも思

いました。

本書は日本の森林土壊を理解する

には唯一のものでありますので，是

非手許において活用されますようお

すすめします。また，皆様方の後援

によって末長く森林土壌学の教科書

として発展することを期待していま

す。

（日本林業技術協会・柵本与良）

る特別措置法，生産緑地法等およそ

森林の保全にかかわりがあると思わ

れるあらゆる法制度を取り上げてい

ることである。これによって森林に

対して，いかに多くの法の網がかぶ

せられているかをあらためて再認識

させられるのである。

森林の保全は，水資源のかん養に

関係する所が大きいが，水確保の立

場からの森林保全政策の整理にも特

に1節をさいている。そのほか地方

行政における森林保全政策にも言及

するなど周到な目配りをしている。

以上のように本書は，森林保全政

策の全貌を体系的に整理した，すぐ

れた労作である。編著者である筒井

廸夫氏をはじめ，多くの有能な方々

の分担執筆によって編まれたこと

が，その有力な原因なのであろう。

（東京農工大学農学部教授・岡和夫）
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緑の効用

父は10年前に亡くなってはいる

が，亡くなる前の数年間は，身体が

弱くなって一人では思うように動け

ないようになっていた。それでも近

くに住んでいる弟の車で，よくわが

家に泊りに来た。来ても身体が弱い

ので，どうしても寝ているか椅子に

腰かけているということになる。

わが家には猫の額ほどの裏庭があ

って，無造作に植えたクスや杉など

が大きく育っていた。父は朝目をさ

ますと，きまってそんな庭が見える

縁さきまで身体を移動させるように

要求する。そして決まったように，

「緑はいいなアー，ほんとに気分

がおちつく」といって，庭をながめ

深々と朝の空気を吸い込んだもの

だ。朝だけではなく，日中でも庭の

見えるところにいることをよく好ん

だ。

父はもともと木材に関係のある事

業をしていたので，木材の買い付け

のため山に行くことが多かった。だ

から緑をながめ，森林や木々の芳香

をいつも身体いつぱいにあびていた

のだろう。

芳香医学を研究されている共立女

子大学教授の神山恵三先生は，森林

の木々のもついろいろな芳香が，

人々の健康に大変よい影響を与える

ということを，全国林業改良普及協

会の発行する『現代林業』に，「森林

の不思議」と題して1年間にわたっ

て連載された。神山先生の話から今

思えば，父は身体が弱く思うように

外に出られなくなってからは，人一

倍緑が恋しくなり，私には感じない

森林や木々の芳香に引かれていたの

ではないかと思う。

近ごろは緑に対する一般の関心が

非常に高くなって，新聞やテレビ，

週刊誌などにもよくとりあげられる

ようになった。昨年は都市緑化の推

進のためと建設省の指導で都市緑化

基金が財団法人として設立される

し，今年に入っては，林野庁から全

国の自然休養林の再活用として，森

林の香気や精気を浴びて心身を鍛え

ようと，海水浴になぞって森林浴の

椛想が打ち出されたり，緑の回復を

めざす森林と人間シンポジウムが森

林文化協会・朝日新聞主催で開かれ

たり，緑の地球防衛避金の設立やナ

ショナルトラスト連動の日本版の推

進について環境庁が指導するなど，

いろいろの行政庁や団体が，いろい

ろなかたちで緑の問題をとりあげ推

進するようになった。こうした官民

一体となった新しい活動は，森林

を，緑の効用を，新しい立場で見直

し，緑化を推進しようというもので

あり，これからの緑化推進の展開・

活動が大いに期待される。

(S・S)

この欄は絹築委員が担当しています

I
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どとの混植か，萠芽する雑木と競争

させるような造林法が適当でないか

と考えられる。ブナやヤチダモなど

は初期成長が遅く，成林させるのに

時間がかかるため，原則的には天然

更新に待つべきで，人工植栽は天然

更新地の人工補正にとどめるべきで

ある。

その他9項目について「まとめ」

ている。

口豪雪におけるスギ造林地の冠雪害

実態調査

’
※ここに紹介する資料は市販されない

ものです。発行所へ頒布方を依頼する

か，頒布先でご覧下さるようお願いい

たします。
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林業経営実態調査報告書 研究報告第8号

神奈川県林業試験場
昭和57年3月

ロ神奈川県高麗山におけるキハダ人

工林の成長

神奈川県大磯町，獅迩山の北斜面

に23年生のキハダの人工林(7a)

がある。その林分の成長を調べるた

めに，毎木調査，樹冠投影図の作

製，樹冠解析を行った。その結果，

①初期の施肥などの管理効果，暖地

植栽，土壌型(BE)の適正な選択

等の理由もあってか成長が良好であ

った。しかし，近年，樹高成長は緩

慢となり，今後，林分の密度管理を

行う必要がある。

ロスギ林に施肥した場合の無機態窒

素の消長と2，3の土域変化について

□BenomylおよびThiabendazole

が担子菌におよぼす影響

研究報告第5号

岐阜県寒冷地林業試験場
昭和57年3月

口有用広葉樹材の育成技術に関する

研究(1)

広葉樹の人工植栽は古くから行わ

れているが,成林したものが少なく，

造林方法の確立したものはない。サ

ヮグルミやカツラなどは沢ぞいの水

はけのよい肥沢地に限定して造林す

れば3,000～4,000本の密度でよく

成林し形質も良好である。ホオノキ

やI､ネリコなどは初期成長もよく成

林はしやすい樹種であるが，前者は

あばれ木となりやすく，後者は形質

が悪いためミズメやウダイカンバな

静岡県農地森林部林政課
昭和57年3月

林家の所有山林に対する経営の考

え方，森林施業実施の実態，労伽配

分の現状と将来，森林組合について

の考え方等について，地域別所有規

模別にその実情を調査し，これらを

分析検討することにより，森林生産

活動停滞の原因を究明し，当面必要

とする林業振興の対応策を検討する

ために調査したものである。

演習林報告第18号

宇都宮大学農学部附属演習林

昭和57年3月

口林業用ハンギングモノレールの路

線選定について

ハンギングモノレールは間伐材搬

出に適している林業機械といえる。

本論文は電算機により，このハンギ

ングモノレールの路線を選定する手

法を考究したものである。設計方針

としては，先行作業である木寄と本

機による集材の作業能率が最大にな

るようなルートを選択させることに

主点をおいた。

口林道路面良否の評価法に関する研

究(1)一測定車による路面凹凸の計

測法の検討

口樹葉を利用したヒラタケ栽培につ

いて

口圧縮あて材組織の特徴の樹種によ

る違い

口木質材料の圧締性に関する研究

（第5報）一圧締時の木質表面の

接触状態について

口木質材料の改良に関する研究一一

開始剤による木質繊維へのスチレン

のグラブト重合

試験研究報告第24号

鳥取県林業試験場
昭和56年10月

ロ間伐における伐出技術の体系化に

関する研究

間伐木の伐木造材作業の功程は，

間伐木の大きさ，立木密度，林地の

傾斜,地表の状況,作業員の技能度，

作業員のモラールにより差を生じる

が皆伐作業のほぼ65％程度である。

また,間伐木の人力木寄せについて

も上記要素によって差を生じるが，

皆伐作業における人力木寄せ作業功

程の80％程度である。

ロヒノキの心材色について(1)

マクロな環境条件がほぼ斉一と考

えられる43～48年生ヒノキ人工林

3調査地の伐採後1年2カ月経過し

た伐根木口面の心材色について，標

高差約40mの斜面上の位置のチガ

イによる環境変動を，肉眼判定法と

測色計を使って調べた。
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会 員の広場

｢複層林の定義」

先般，日本林業技術協会から，創

立60周年記年事業の一つとして，

会員に対して『複I勵林の施業技術』

という文献が贈呈された。まことに

タイムリーな好著をお贈りいただ

き，感謝にたえない。永年にわたり

沢伐作業・照査法に関する研究に従

蕊している者として，筆者にとって

は特に喜ばしいプレゼントであっ

た。むろん，まだ通読してはいない

が，冒頭から，どうにも気になる記

戦があるので，あえてペンを執るこ

ととした。

「複層林の定義および鯛査の範

囲」と題する，橋本与良氏の一文

(P.3)に対する疑問である。短い

文章ながら，少なからぬ疑問を抱い

たのは,ひとり蕊者のみであろうか。

ここに，その幾つかを摘記してみ

る。モノの定義であるから，ある局

面に限って，そこでの意味内容を規

定することは，一般の誤解を招かな

いためにも必要であろうし，またい

わば，どのように定義しようと自由

であろうが，林学の初歩にかかわる

用語の誤認や，文献引用の誤りなど

があっては，かえって混乱を招くだ

けであろう。

について疑問

山畑一善

1．一斉林イコール単純林か

同齢林といい，国有林といい，単

純林といい，天然林と呼ぶも，すべ

てこれ，ある視点に立って森林を分

類した場合の名称であること，いう

までもない。『複臓林の施業技術』

（以下同書と称する）によれば，一

斉林は単純林ともいい，同じモノの

ように書いているが，これは明らか

に誤りであろう。たとえば，スギ択

伐林は単純林だが，一斉林ではな

い。「一斉林」を別名で呼ぶとすれ

ば，むしろ「単厨林」とすべきであ

ろう。したがって，定義の要約のと

ころで，一斉林（単純林）と複層林

を対置しているが，これは単層林

（一斉林）として，複層林と対応さ

せるべきである。

2．寺崎渡の林型区分

同書には，複圃林の定義づけにつ

いて，若干の歴史的経過を記述して

あるが，寺崎渡博士は，果たして

単純林・複層林・連続層林・混層林

に区分していただろうか。この記赦

も誤りで，単純林ではなく単層林と

なっていたはずである。筆者の手元

に原著がないので，中村賢太郎『育

林学原論』に麩づいて記しておこ

う。問題の文章では，再三にわた
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り，阜層林であるべきところが，単

純林となっている。単なるミスプリ

ントとは思われないのである。

3．複層林は一斉林に対応する語

か

前述のように，同書は一斉林と複

層林を対置しているが，その論拠と

して，中村賢太郎博士の論述（林業

百科事典：林分榊造）や，佐藤敬二

臨士ほか『造林学』の記述を引用し

ているようである。しかしこれは，

文献の誤読というのほかはない。な

るほど，中村博士は「一斉林は，単

層林とも呼ばれ，主要林木の樹冠は

ほぼ同じ高さである。林冠が2個ま

たは数個の樹冠臓からなるときは，

二段林・数段林または複層林などと

呼ばれる｡」と述べておられるが，

用語の対応という見地からすれば，

単層林に対する後屈林，と読み取る

べきが，理の当然というべきであ

る。「~･斉林」の対応語としては，

「不斉林」というコトバがあるでは

ないか。次に『造林学』では,1-

3－(2)森林の種類，として，四手井

綱英博士が執錐しているが,決して，

「一斉林に対応する語として複層林

をあげている」のではない。原文は

「主林木の林冠の組成力蝉層に近い

か,複雑で何値にも区分できるかで，

単層林・複隠林（多層林）あるいは

一斉林・不斉林に区分され，－…．．」

となっている。つまり単層林に対し

て複層林を，一斉林に対して不斉林

を対応させているのである。また単

価林は（一斉林）で，複層林は（不

斉林）と腰ぷことを明示しているの
である。文献の誤読と，その引用ほ

ど危険なものはない。おたがい研究

者として，心すべきことであろう。

（愛媛大学・教授・農学博士）
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会員の広場

編集部から：本稿は昭和57年3月20日に受理したものであり，編集部の責任におい

て一部表現を変えて掲載したものであることをおことわりいたします。また，昭和56

年度の会員配布図書『複層林の施業技術』の中に，山畑一善教授のご指摘のとおり誤り

がありましたことを深くお詫び申しあげ，下記のように訂正させていただきます。

記

『複層林の施業技術』第1部1複層林の定義および調査の範囲の正誤表

う。カモシカはこのようなと､ころに

棲むので隠語的にイソと呼んだも

の◎

イソノトリトリとは鳥，カモシ

カの鳴き声はけたたましく，カシド

リに似ているとして烏になぞらえ，

隠語的にイソノトリとしたもの。

イリコカモシカの仔一般の呼び

名。

イワイワとは岩石地をさすが，

カモシカの生息場所となることから

名付けられたもの。

イワシカ岩場にいるシカという

意。

イワシシ岩場にいるシシ（肉）

という意。

イワトリイワとトリとの組合せ

言葉。

ウシカモシカはウシ科のケモ

ノ。角も小型ながらウシのそれと,似

ているため当初はヤマノウシと呼ば

れ，役牛の減少した今日では略して

ウシと呼んでいる。

ウシオニ牛鬼でカモシカの形状

からつけられた呼び名。

ウタシシIn植の早乙女達が見晴

らしのよい山田で歌いながら作業を

していると，カモシカが近くの岩場

に立って，ジイッI､歌にききほれて

いることから唄の好きなシシという

愈味で呼ばれたもの。

オカルなんとなく女性的で，
ふ崔い

楚々とした風情があり，またどこと
やつ

なくあどけなくて可愛い奴といった

意味をこめた呼び名。

オドリジシ人力撰装して踊りな

がらカモシカに近づくと，それに見

とれて動かずにいるので捕えやすい

ためオドリジシとされたもの。

オバケ鹿猟や猪猟の折，カモシ

カが思わぬときにヌッと姿を見せて

猟師をびっくりさせること，また誤

誤 正

● ●

単純林単層林
●●●●●● ●●■●●●

1．一斉林（単純林）1．単臓林（一斉林）
● ●

① 単純林①単掴林
●●● ●｡●

においても，一斉林に対においても，単厨林に対

応する語として I応する鰐として

左欄6行目

左穏18行目

左欄下より2行目

右欄下より12行目

３
３
３
３

●
①
●
●

Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｐ

カモシカの呼び名語彙(抄）

北村嘉寶

本誌No.460(1980.7)でニホン

カモシカの呼び名の時代変遷につい

て紹介したが，その後収集したもの

を加えた106種類について語源を略

記することにした（引用文献はNo.

460のものとほぼ同一)。

ア行

アエメ夫婦づれのカモシカをい

う。

アオアオとは黒馬（アオ）にな

ぞらえた隠語。このほか肉が少々あ

お臭いこと，皮をなめすと，皮裏が

背くなること，顔色が帯青色を呈す

ること，体毛に，まま紫黒色毛がま

じり，遠望すると鷲く見えることか

らアオと呼ばれたとするもの，アホ

（後述）のなまったとするものなど

がある。

アオケラケラとは狸物・獣・蓑

（カモシカ皮をミノとして使用し

た｡）などを意味し，ア刻もと合せて

隠語として用いた。

アオタマタギ言葉でアオから派

生した呼び名。

アオシシシシは元来，肉を意味

し，主として食用獣をさしたもので

アオとの組合せ言葉。

アオシアオシシの略称。

アオシカアオシカの組合せ言

蕊。

アオニクニクとは肉をあらわす

隠語。またカモシカの皮を褥（とこ

しき）に利用したことからニクと呼

んだほか，捕換したカモシカの販売

代金が2工分（2人分）の日当に相

当したこと，またカモシカが怒った
っら

ときの面つきが憎々しいことから名

付けられたもの。

アノカモシカのうち，中位の大

きさのものをいう。

アホ無警戒さに対する蔑称で人

間の阿呆に同じ。
いつぼんづの

一本角叉のない一本角のシカと

いう意。シカと区別した呼び名。

一本角のシカ叉のない一本角の

シカということでシカと区別した呼

び名。

一本角のニクー水角とニクとの

組合せ言葉。

イソイソとは磯，切り立った岩

壁をさす。また断崖絶壁の岩山から

崩れてくる土砂やナダレの跡をい

二



って射殺したりすると，こわい目

（警察沙汰？）にあうことなどから

隠語として用いたもの，

力行

カベカベとは壁をさし，山が塀

のようにほとんど直立した絶壁を形

造っている状態をいい，カモシカは

このようなところを生息場所として

いることから隠語的に呼んだもの。

カベシシ岩壁にいるシシ（ケモ

ノ）の意。イワシシと同義。

カベトリカベにすむトリの恋。

イワトリと同義語。

カマシカカモシカの角力鎌に似

ていること，またカモシカはカマ場

（鎌のようにうすくやせて，切り立

った岩稜）にすむシカの意。
ししえ

カマシシカマ場にいる宍（独
もの

物）の意。
かも

カモ･･藍（毛皮・敷物・織物）か

ら転化した呼び名。また角の形状を

鎌と見たてたカマがカモになまった

とするもの，禁獣を食用とするため

鴨に偽装させた呼び名とするもの，

カモシシの略称だとするものなど諸

説がある。

カモシカ腱鹿。灘については前

項参照。カマシシに同じ。和名はニ

ホンカモシカ，通常略してカモシカ

とよぶ。

カモシシカモとシシの組合せ。

カモシカモシシの略称。

カモブタカモシカは毛深いの

で，コロコロして丸っこぐ見えると

ころから呼ばれたもの。

カラシシカラシシは唐獅子で，

中国で中国風に表現された外国獣ラ

イオンに対する和称であるが，カモ

シカをカラシシと呼んだのはカモシ

シの誤聞ではないかと考えられるが

不確実である。

キラケラ（後述）の聞き誤り？

クマン雌カモシカをさす。

クライワ，カベなどと同意。カ

モシカは通常，吃立している岩場や

鞍部など（クラと呼ぶ）に生息して

いることから名付けられたもの。ま
●●●e

た皮が馬のくらしきに用いられたこ

とからきた呼び名でもある。

グラグラ明確な語源は見当らな

いが，群馬地方にはクラップー・ク

ラシカ・クラシなど，クラに関係し

た呼び名があるのでクラを語源とし

た呼び名と考えられる。

クラシクラシシ（後述）の略

称。

クラシカクラ（岩壁）にいるシ

カの意。イワシカに同じ。

クラシシクラにいるシシ（肉・

獲物）の意。

クラヅキクラ付き，つまり山の

クラに居付いているケモノの意。

クラップー正確な語源は不明。

クラップーのクラは生息場所を，プ

ーはカモシカが怒ったときにブーツ
つら

と面をふくらませることからクラと

ブーツとを組合せて，クラップーと

隠語的に呼んだものであろう。

なお体色によって黒青色のカモシ

カを黒プー，灰色に青味の多いもの
あめいろ

を青プー，灰色と飴色の強いものを

赤プー，全体に白味の強いものを白

プーと呼ぶ。

クラマキマキは巻きで，クラマ
くら

キとは函巻き。クラにはカモシカが

多いのでカモシカの巻狩りをさし，

それが呼び名になったもの。また二

歳の仔をクラマキという場合もあ

る。
やつ

クランドクラにいる奴クラン
ど

奴という意であろうか。

クランボウクラにいる可愛い坊

やという愛称か。またはクロンポウ

（後述）がなまった呼び名である
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つ◎

クロ体毛の黒，また角が漆黒色

であることから名付けられた隠語。

クロンポウクロと同意語。黒ん
やつ

坊（黒くて可愛い奴)。あるいはク

ランポウの転化か。

ケグロ文字どおり毛黒。休毛を

語源とした呼び名。

ケブカカモシカは毛深いため隠

語的にケブカと呼んだもの。

ケラアオケラの項参照。

ケラナケラと同意。

コシマケマタギ言葉の一種。語

源不詳。

コゾッコ子僧シ子の意か。二歳

の仔をさす。

サ行

サッペイ雌城獣）をさす。

サトサトニク（次項）の略称。

サトニク里ニクで雪の少ない里

山にすむ毛の黒色のカモシカおよび

その皮をいう。

サンゴ受胎しているカモシカ。

または胎児をさす。（産仔…サゴ）

サンザイ三歳の仔をいう。

サンゼッポサンザイに同じ。

サンヨウヤマヒツジ（後述）…

山羊の音読み。

シカカモシカの雄（成獣）をい

う。

シカゲ雄（成獣）をさす。

シシアオシシの項参照。

ジシカホンシカ（画に対して

カモシカをさす。地方によってはジ

シカは地鹿，つまり地着きの鹿を意

味し，渡り鹿に対して用いるが，地

精きの鹿がいなくて渡り鹿のいると

ころではカモシカをジシカと呼ぶ。

シッケイ仔一般の呼び名である

が，語源不詳。

シマシカ古語。カモシカの角を

往時の薬舗嘩局）でシマシカと呼
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んだとある。角の付根部分に横じわ

がある故であろうか。

シャン次項「シャンシャン」の

略称。

シャンコ幼獣名？馬っ子，小

僧っ子などと同様，愛称的に呼んだ

ものであろう。

シャンシャンカモシカの鳴き声

は子の時はメエーメエー，親が追わ

れて逃げるときにはシャッシャとき

こえるので，隠語または愛称として

シ､ヤッシャからシャンシャンとした

ものであろう。

スス毛の色から名付けたもの。

ススとは黒っぽい色をいう｡(ところ

によっては鹿もススと呼んでいる｡）

タ行

ダケ次項「ダケニク」の略称。
擢け

ダケニクダケニクは岳ニク，標

高の高い多雪の奥山にすむ毛の先端

が白っぽいカモシカをいう。

タンカクー本角と同義。

チチ生まれたばかりの仔をい

う。

チヅコ生まれたばかりの仔およ

び一歳の仔をさす。

チャチャカモシカには茶褐色の

体毛をもつ個体もいるので，隠語あ

るいは愛称として茶茶→チャチャと

呼んだものか，逃走時の発声音シャ

ッシャからチャチャと呼んだのであ

ろう。

ツムジ仔一般の呼び名。生まれ

たばかりの仔をさす場合もある。

デワッコ一歳の仔をいう。

トーサイ生まれたばかりの仔・

当歳の意。

トーゼトーサイに同じ。トーサ

イの純った呼び名であろう。

ナ行

ニクアオニクの項参照。

ニクシシニクとシシの組合せ。

ニクノシシニクシシに同じ。

ニクバカ蔑称の一つ。クマなど

にくらべはるかに捕えやすいケモノ

という意。

ニクンボウニクの坊やという愛

称であろうか。

ニセッポ二歳の仔をいう。ニサ

イッコのなまり？

ニワシシニワは庭。山の上部や

中腹で，よく見受けるこじんまりし

た平坦地のこと。草食蝋の遊び場に

なるので隠語的にニワにいるシシ→

ニヮシシとしたのか，イヮシシの聞

き誤りか，語源は不詳。

ノラシシノラクラしているシシ

という蔑称か，あるいはノロマなシ

シということからノロシシ→ノラシ

シになまった結果か明確ではない。

ノロカモシカは一見，ノロマに

見えるため，アホあるいはバカなど

と同様蔑称として呼んだのか，ある

いはノロ（土地高く，傾斜した所・

坂の頂上）にすむケモノということ

で名付けたものか，明碓ではない。

ハ行

バカシシニクバ力同様，カモ

シカの#曙戒さに対する蔑称（愛

称)。

ホノカモシカのうち，大きいも

のを特にホノと呼ぶ。

ホノコホノの仔という意（幼獣

名）または哺の仔，つまりI浦育中の

仔の意であろう。

マ行

マシカマシカとは真鹿。シカと

カモシカの呼び名。その地方にシカ

がいない場合はカモシカをマシカと

いう。

マワリシシ秋田県では旧二月を

過ぎると，カモシカはそろそろ山を

歩きまわるので，この頃のものをマ

ワリシシという。

ヤ行

ヤマシシ山宍。山にいる独物，

肉の意。後述「ヤマノシシ」に同

じ。

ヤマノウシウシの項参照。

ヤマノシシ山の宍。記線による

と｢蕊厘里塵,その味くさく，食べ
しし

るに山里室と異なる」とあり，前者
はシカ，後者はカモシカをさしてい

る｡

ヤマヒツジ古語。山羊の訓読

み。

ラ行
れいよう

レイヨウ鈴羊。鈴羊はもとも

と，アンテロープ(Antelope)の中

国名で，一・方カモシカの中国名は青

羊である。

ニホンカモシカはウシ科の中では

カモシカ類に入り，レイヨウ類とは

類を異にしているので鈴羊と呼ぶの

は誤りであるが，実態としてはかな

り広く普及している呼び名である。

往時，医家ではカモシカを鈴羊と

呼んでいたので，その名残りであろ

うか。

ヮ行

ワカシシ四～五歳の力.モシカを

いう。

その他の呼び名

カノシシ通常，シカをさす。地

域も不明であるが，文献にあるので

一応採録した。

パタパタ語源不詳の呼び名。

おわりに当って本稿は別途まとめ

た「ニホンカモシカの方言集一その

語源と分類一」の抽出であるが，元

稿作成に当って国立林業試験場鳥獣

第二研究室長白井邦彦氏に多大のご

助言をいただいたことを付記して終

りとする。

（大阪府寝屋川市・旧姓板谷芳隆）
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な’あるいはまた「ここは私たちが

責任をもってお預りしている国有林

です」と世の中に向かって宣言する

ような”…．。

幸い根倒しになった胸高直径80

cmもある「イチイ」があり，長さ

6m,50cm角という立派な杭が仕

上った。

船津営林署の造林主任．職林濡技

手近本末夫さんは字の上手な人だっ

た。平湯温泉の旅館，船津屋の木小

屋に集まった数人は，タツプリすっ

た硯を前に緊張した近本さんを囲ん

だ。

『安房峠．海抜・1,812米

片側に．東京営林局・松本営林署

片側に．大阪営林局．船津営林署

うしろ側に．昭和'4年8月建之』

近木末夫さんの頬が上気して，美

事な文字が書きあげられた。

根もとにコールタールをたっぷり

塗った標杭が，数日後，峠の頂上に

運ばれた。

峠に一つの焦点が出来た。その槻

杭を背にして登山者が写真を撮るの

をよく見たし，幾つもの落書きが増

えてゆくのも見た。その落書きは，

いずれも安房峠に着いた感慨を誌し

ていた。

紅葉に映えた，陽の中の標杭を見

たし,5mも職った雪に「安」とい

う字だけを残して埋もれた標杭の頭

に’スキーをつけたまま腰をおろし

たこともあった。

栃尾を去って40年もの歳月が流

れた。いくら3百年を越えた「イチ

イ」でも，おそらく風化して土に還

ったであろう。しかし，美事な「イ

チイ」材に，墨痕も鮮かに響かれた

「安房峠・海抜・1,8121n」の標杭

は，今も私の心の中に，しっかりと

建っている。（大阪府南河内郡狭山町）

春の
三
戸 記 碑（2）

藤原政弥

念

私が森林主事（今の担当区主任）

になった最初の任地は，岐阜県吉城

郡船津町観・神岡町）にある船津

営林署（現・神岡営林署）の栃尾担

当区だった。北アルプスの飛騨側

は，この担当区の管轄区域に入る。

栃尾は船津町から高原川に沿って

20kmほど遡ったところで，蒲、温

泉を含んで北アルプスの飛騨川基地

だった関係もあり，多くの登山青年

に接することができた。

飛騨と信州を結ぶ峠道は，鳥居

峠，野麦峠，安房峠，中尾峠，その

ほかにも幾つかあるが，そのいずれ

もが，高い稜線で境いされた飛馴!と

信州を緊密に結んでいた。

ただ，その峠道は，峠を越えれ

ば,割に早く向う側の町にとどくも

のと，峠を越えても，なお深い渓で

あり，それをしばらく下らなければ

町に出られない峠もあった。例えば

野麦峠などは前者に当たるし，安房

峠などは，後者に属するといえる。

栃尾と船津の間には1日4回のバ

スが往復していたが,12月から翌年

3月いっぱいは雪のために休んだ。

この期間は，栃尾から，どちらへ向

かって出ようとしても，自分の足よ

りほかに頼るものはなかった。完全

に陸の離れ島だ。

そういう中の生活だったが，困る

という思いはなかったし，晴れれば
澱けおれ

雪に光る岳の尾根の美しさに心を難

われ，吹雪けば終日，官舎のストー

ブのそばにいて，向かいの低い屋根

まで隠してしまう雪の狂乱に平伏し

た。

遅い春が渓をのぼって来たと思う

と，山々はいっせいに芽吹き，花あ

るものは，ためらうことなく，せい

いつぱいに花をつけた。

雪融けに水かさを増した渓が，底

に岩を巻く音をとどろかせながら，

あふれるのもこの季節だ。人も動物

も忙しい。

安房峠の付近ではエゾマツ･1,ド

マツの山引苗の採取に忙しかった。

多雪地帯の造林事業がクローズアッ

プされつつあり,営林署の造林係(今

の経営課）も自然に安房峠のあるワ

サビ谷外れの国有林に目が向く。

平湯温泉にも湯治客があふれ，安

房峠は数年前から始まった自動車道

開設も終わり，夏の間だけだが平湯

を発ったバスが，上高地にも島々に

も通じていた。

そのころ，登山青年も私たちも，

何故かバスを嫌い，登山青年は軍い

山靴でその道を鳴らして歩いたし，

私たち営林署青年は地下足袋の底に

軽く土を踏んで峠へ向かった。

山道を来て,111僧は一つの焦点だ。

殊に安房峠は西穂商岳から尾根伝い

に乗鞍にも通じるし，上高地と平暢

を結ぶ大切な出会いの場だ。

汗をして蕊って来て，登りつめた

ところに，人は何かを欲しいと思

う。

昭和14年，松本営林署と船津営

林署の間に「営林署界でもあり，国

境いでもある峠に，冬期でも目じる

しになるほどの標杭を建てようjと

いう話がまとまった。

峠に来た人の道しるべとなるよう
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作品募集要領

ガの提出

審査と
発表

審査員

と同時に提出のこと。

審査は昭和58年4月上旬に行ない,入選
者は会誌「林業技術」5月号に発表。作
品の公開は随時，同誌上で行なう。

島田謹介（写真家)，八木下弘（写真
家)，瓜生瑛（林野庁林政課長)，塚本
隆久(林野庁研究普及課長)，原忠平(全
国林業改良普及協会副会長)，小畠俊吉
(日本林業技術協会専務理事）の各委員
(敬称略・順不同）

〔白黒の部〕
特選（農林水産大臣賞）1点賞金5万円
1席（林野庁長官賞）1点3万円
2席（日本林業技術協会賞）

3点各2万円
3席（〃）5点各1万円
佳作20点記念品

〔カラーの部〕
特選（腱林水産大臣賞）1点賀金5万円
1席（林野庁長官賞）1点3万円
2席（日本林業技術協会賞）

3点各2万円
3席（〃）5点各1万円
佳作20点記念品
（3席までの入賞者には副賞を脳呈する。同
一者が2点以上入選した場合は席位はつける
が，賞金副賞は高位の1点のみとする）

表彰

題材：森林の生態（森林の景観一環境保全・森
林動植物の生態・森林被害など)，林業
の技術（森林育成一育苗･植栽･保育等，
木材生産・木材利用など)，農山村の実

態（生活・風景など)，都市の緑化
作品，1枚写真（四ツ切りとし，組写真は含ま

ない)。白黒の部・カラーの部に分ける。
応募資格：作品は自作に限る。なお応募者は職業写

真家でないこと。

応募点数：制限しない。

記載事項：①題名，②撮影者（郵便番号・住所・氏
名･年齢･職業･電話番号),③内容説明，
④撒影場所，⑤撮影年月日，⑥撮影デー
タ等を記入すること。

締切：昭和58年3月31日（当日消印のものを
含む)。

送り先：東京都千代田区六番町7〔〒102〕
日木林業技術協会「第30回森林･林業写
真コンクール」係

作品の帰：入賞作品の版権は主催者に属し，応募作
属及びネ品は返却しない。作品のネガは入賞発表 主催(社)日本林業技術協会後援農林水産省/林野庁

|協会の弓~言~き1

◎支部連合会大会

○九州支部連合会大会

：晶撚鳶擢灘鑿
本部より猪野理事長外1名が出席
○中部支部連合会総会
期日：10月16日

畷本班隷鰐綴諜出席
○北海道支部連合会委員会
期日：10月21日
場所：旭川拓銀ビル
本部より村松理事が出肺
○南・北関東支部連合会合同大会
期日：10月21日
場所：埼玉県嵐山町，国立婦人教

育会館
本部より猪野理事長，小畠専務理
事外2名が出席
○関西・四国支部連合会合同大会
期日；11月2日

場本駈譲迦鷆譜名が出席
◎講師派遣

'篭穎器灘鶴職蕊
胤春議霧龍研修会
2.依頼先：福岡県水産林務部

講師：白井技術開発部課長
内容：空中写真測量講習会
期日：10月19～22日
3.依頼先：林業識習所
講師：梶山常務理事
内容：空中写真科（森林施業と
航測I)

期日：10月26日

‘瀦嬢蕊辮ぃ雲．
写真技術等）

期日：10月20，22，23，25，27，
28，29日

◎台湾研修員の受入れ

○氏名：李遠欽団長外5名
研修名；林相改良
期日：8/22～9/21

○綴修喜繍驚団長外4名
期日：10/3～24

．調査研究部関係業務
1.水源地森林機能研究会現地検討会
を，10月26～28日，水上～奥利根

､皐灘貫覇蕊撫続野開
2.北海道における天然林施業現地検
討会を，10月18～19日，日高営林
署管内国有林および穂別町内民有林
において開催，各委員，関係者が出
席した。

◎調査部関係業務
1.林野庁より委託調査の「丹後地域

開発計画調査」について第1回委員
会を，10月23日京都において開催
した。

2.林野火災拡大危険区域の予測調査
の第2回小委員会を，10月26日開
催した。

3.京阪奈地域総合盤伽計画調査の委
員会を,11月4日京都において開催
した。
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A5判/P184/定価2300円/〒300
本書は、微に入り細にわたった冗長な文章を襟きつらねるのではなく、その

ものずばりの写真や図について具体的で簡潔溌脱lﾘ1をつけ、写典および岡は

すべて著溜らの原図を使用した。各論の部で説明する樹極の選定については

その範附を主要林木のみにとどめず、考古学上出土頻度の高い棚秘をも含め

るよう配慮した。
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保安林の実務
０
画
■
巳

最新版

林野庁監修
ﾛ

B6判/P504/定価3000円/〒300

保安林は、災害を防ぎ、水をはぐくみ、安らぎを与えるなど、国民の聯らし

を守るために大切な役割を果たしています。今後、経済社会の進展に伴い、

保安林の持つ意義は益々菰要になるものと思われます。本書は、保安林制度

の内容、迩川の実際について詳しく解説されたものであり、関係する方々に

は格好の手引諜に通るものと思われます。

地球社
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林観を養うのに必要な知識を与
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B6／240頁

定価1800円
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■新刊■

|、日本林業の発展ど森林組合’日本林 展発
一林業生産力の展開と組織化一

農学博士田中茂著A5判上製箱入245頁2,300円〒300

新たな発展期を迎えている口本林業の将来を展望すべ〈、国有林と民有林にお
ける造林技術の歴史的考察と現状について述べると共に、森林組.合が新しい林

業の生産力と生産関係を形成しうるか否か､期待される森林組合の理念と機能は

如何なるものかについて解明した、未来を切り猟こうとする意欲的労作である。

口林業マンのための補助●融資｡税制全科’全資
<57年度新版>B6判上製445頁2,300円〒250

林野庁監修53．55年度版に続く57年度版。56年度新規施策はもとより、57年

度の新規事業の｢林産集落振興対策事業｣、「木材産業再編整備緊急対策事業｣等

をはじめ全ての施策を網羅し、それ等に係わる助成措置が誰れにも判る解説付。

ー

林業マンのための 国有林 科
林野庁国有体問題研究会編B6判275頁2,000円〒250

国有林のすべてについて、1問1答形式で懇切に解説

森林・林業に関係する方々のために、林地の貸付や林産物の販売、レクリエー

ション利用や国土保全上の役割など、国有林のすべてを、わかりやすくま.とめ
た、はじめての本です。

○市町村行政や民有林行政にたずさわれる方に○森林組合や素,{;ｲ．生産・造林
などの林龍事業体の方にo林道や活l11工事にたずさわれる土木業界の方に

○製材工場など木材関連業界の方に○国有林を利用される地元の方に

広くご活用いただける、民有林と国有林を結ぶパイプ役です。
ロ

域｜地域林 業と 国 有 林
－林業事業体の展開と論理一

地域農林業研究会編A5判255頁上製2,500円〒300

地域林業を形成・発展させるには､国有林と民有林の協調・述挑が必要であり、

国有林所在地域の林業事業体が、どのように国有林とのかかわりで企業活動を

展開してきたか、国有林と民有林が一体となって地域林業をどう進めるべきか
を、農業経済研究者を含む9人の共同研究者がまとめた。

〒162束京都新宿区市谷本村町28 聯日本林業調査会 通話(03)269-3911番
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あらゆる面積測定をｸﾘﾔー する抜群の高性能。7nMAMD/G/7NLPLAN/ME7~ERS

月 了
タマヤフ・ラニクス・セブンは、‘ドInikのあらゆる形状の

どんな縮尺の図形でも、トレーサーで輪郡をなぞるだけで

頂職を簡単に測定できます｡測定価は内臓のコンピュータ

により処理され､Cm2､m2､km2、(in2ft2､acre)lli.位でデジ

タル表示されます。

PLANIX7は､コンパクトな椛造にもかかわらず専川LSI

により、多くの機能を備えた最新唖のiniffiillﾘ定器です。

■特長
●電源ユニットも電源コードも必要のないコンパクト設計。

●ワンタッチで0セット

●単位や縮尺のわずらわしい計算が不要

●豊富な選択単位(cm2､m2､kmZ､In2､ft2､acre)

●メモリー機構により縮尺と単位の保護

●測定値がオーバーフローL〆ても､上位単位へ自動シフト

●測定精度を高める平均値測定が可能

●ホールド機能による大きな図形の測定に便利な累積測定

⑦AC･DCの2電源方式

●消エネ設計のパワーセーブ機能

新製品’新製品

ｒ
ｒ
亀

a＝
■仕様

表示？液IW!、8Wi数．了:、セロサプレス〃式

シンボル：SCALE、HOLD、MEMO、Batt、

ニクス･セブン

（ﾘ;川フ・ラスチック収納ケースイ､1･)

タマヤブラ

￥85，000

E、cm2、m2，km2、(in2，ft2、

acre)、◆(インディケータ一）

11111の測定純I｝W約300mm×300mm

±0．2％以内（士2/1000パルス以lﾉ1）

⑧密I剃叩1二･ソケルカドミウム祷芯池(付属

のACアダプターにて充屯）

⑧AC100V(付臓のACアダプター使用）

約30蹄|川（允芯約15時間）

本体650g

本体150×241×39mm(ケース183×260×64回｡）

専剛プラスチック』|ﾇ納ケース､ACアダフ汐一

’’ 世界を測るj;l･測器のタマ七測定範囲

精度

電源 /△M△、図
株式会社王屋商店

言笈所〒lO4東京部中央区服唾358念03.-561

本社〒104東京都中宍区狼座444垂03561

，世妾_呂喝〒146蝋京都人窪区,樋上214＄7査03752

8フllMU

871IKU

3481峨）

使用時間

童量

寸法

付属品

●カタログ･資料鏑求は、211社までハガキ
か電話にてご連絡ください。



●
国
産
材
か
ら
輸
入
材
ま
で
●

佐
伯
浩
著
国
内
の
主
婁
な
針
・
広
葉
樹
材
、
竹
材
；
別

樹
種
及
び
輸
入
材
…
調
樹
種
計
砺
樹
種
を

鰊
剰
恥
峠
助
数
授
）
網
羅
。
剛
枚
の
構
造
写
真
と
併
せ
て
、
掴
種

ご
と
の
材
の
特
徴
、
用
途
、
組
織
・
構
造
を

平
易
に
解
説
。
大
型
写
真
の
迫
力
と
鮮
明

な
映
像
で
木
の
も
つ
美
し
さ
、
精
織
さ
、

町
見
診
Ｐ

走
査
電
子
顕
微
鏡
図
説

木
材
の
構
造

昭
和
五
十
七
年
十
一
月
十
日
発

昭
和
一
一
十
六
年
九
月
四
日
第
三
種
郵
便
物
認
琉
（
毎
月
〔
回
十
日
発
行
）

雪1

漣

、

勝
腱
嶋
隅
熱

本書の特色

，●これまで文章や模式図の域であった微細構造･立体構造

が高倍率の鮮明な映像としてとらえられ,木材解剖のイメ

や一ジを変えました。

農●樹種別に撮られだ3断面の大型写真は,材の特徴を一瞥

（くつ)でき,新しい樹木の識別視野を創りだしました。
●日常生活の中で多種多様な用途に使われてきた材の特つ

特徴が視覚的に把握でき,木材に対する理解がいっそう深ま

ります。

●諭入材の需要量が国産材を大きく凌駕する時代でもあり，

本書は約4割を輸入材樹種にあて,豊富な知識・資料を提供

します。

●日本の木材(輸入材を含む)を外国の研究者,技術者,木材取
扱い関係者等に紹介するのに役立つよう,各写真に英文の見出

しを付し,まだ巻末にも英文索引を収めました。
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地方柿攻の主体は誰か－，山村の
振興はいかにはかるべきか－－，環

境･エネルギー等新しい課題に直面し
戸〆」Ih－芒･生士症frへJ二m－t三J＋

研究者｡実務者待望の本格的参考書〃
山林はいかに言平価すべきか－比類なき豊

．選りすぐれられた事例ノ富な内容･詳細な解説

内容

て地方械攻のあり方は
第1編山林評価総説，第2編林地の評価

第3編林木の評価第4編特殊な目的によ

る山林評価第5編山林の経済性計算第6

編森林の公益的機能評価

A5判/644頁上製本定価6,000円(〒共）
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地域林業の振興と地方林政

林業地域の分画と分析の方法

林業経営の展開と地方林政

地域林業振興の諸類型

地方林政における市町村の役割

過疎問題と地方林政

環境保全と地方林政

エネルギー問題と地方林政

栗木寸哲象編著

護山林の評価
。ご注文は直接当協会へ……発行所牡)日本林業技術協会黙0瀞嚇田嘉鑿墨_""，
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